
科目 本試験問題 TAC予想問題

簿
記
論

〔第一問〕問１ ➡ 全答練〔第二問〕問１

〔第一問〕問２ ➡
基礎答練　第３回〔第三問〕
的中答練　第３回〔第三問〕

〔第二問〕問１ ➡ 基礎答練　第１回〔第二問〕設問３
〔第二問〕問３ ➡ 全答練〔第二問〕問１
〔第二問〕問４ ➡ 基礎答練　第２回〔第三問〕

〔第三問〕 ➡

全答練〔第三問〕
応用答練　第１回〔第三問〕
基礎答練　第２回〔第一問〕
応用答練　第２回〔第三問〕
的中答練　第２回〔第三問〕
基礎答練　第１回〔第三問〕

財
務
諸
表
論

〔第一問〕４ ➡ 応用答練　第１回〔第二問〕４
〔第二問〕１⑷ ➡ 的中答練　第１回〔第二問〕６
〔第二問〕１⑶ ➡ 基礎答練　第２回〔第一問〕４⑵
〔第二問〕２⑴ ➡ 基礎答練　第２回〔第一問〕３⑵
〔第三問〕６ ➡ 応用答練　第２回〔第三問〕７⑴
〔第三問〕３⑸ ➡ 基礎答練　第２回〔第三問〕４⑶
〔第三問〕９ ➡ 全答練〔第三問〕９
〔第三問〕８ ➡ 基礎答練　第３回〔第三問〕９⑵
〔第三問〕12 ➡ 応用答練　第１回〔第三問〕10⑵
〔第三問〕３⑶ ➡ 応用答練　第３回〔第三問〕５⑶②

法
人
税
法

〔第一問〕問１ ➡ 合格情報　補助レジュメ
〔第一問〕問３ ➡ 的中答練　第３回〔第一問〕問１
〔第二問〕
１　株主の状況

➡ 応用答練　第１回〔第二問〕

〔第二問〕
２　有価証券

➡ 全答練〔第二問〕

〔第二問〕
３　租税公課

➡ 基礎答練　第１回〔第二問〕

〔第二問〕
４　貸倒引当金

➡ 応用答練　第２回〔第二問〕

〔第二問〕
５　工事の請負

➡ 応用答練　第２回〔第二問〕

〔第二問〕
８　生命保険

➡ 応用答練　第２回〔第二問〕

〔第二問〕
10　雑収入

➡ 応用答練　第１回〔第二問〕

所
得
税
法

〔第一問〕問１ ➡ 直前対策講義　第５回

〔第二問〕問１ ➡

直前対策補助問題　第３回
基礎答練　第１回
直前対策補助問題　第７回
的中答練　第１回
応用答練　第１回
的中答練　第３回
的中答練　第２回
応用答練　第１回　問２
基礎答練　第１回　問３
基礎答練　第２回
基礎答練　第１回　問３
応用答練　第１回　問２
全答練　問１
基礎答練　第２回

〔第二問〕問２ ➡
全答練　問２
応用答練　第２回　問１

科目 本試験問題 TAC予想問題

相
続
税
法

〔第一問〕問１ ➡ 的中答練　第３回〔第一問〕問２

〔第二問〕 ➡

直前対策補助問題第３回
的中答練第２回〔第二問〕
応用答練第２回〔第二問〕
応用答練第１回〔第二問〕
全答練〔第二問〕
的中答練第１回〔第二問〕
基礎答練第１回〔第二問〕
応用答練第２回〔第二問〕
全答練〔第二問〕

酒
税
法

〔第一問〕問１ ➡ ファイナルチェック　第２回〔第一問〕
〔第二問〕Ａ ➡ 全答練〔第二問〕８
〔第二問〕Ｂ ➡ 的中答練　第２回〔第二問〕５
〔第二問〕Ｃ ➡ 的中答練　第１回〔第二問〕１
〔第二問〕Ｄ ➡ 基礎答練　第１回〔第二問〕５
〔第二問〕Ｅ ➡ 基礎答練　第２回〔第二問〕８
〔第二問〕Ｆ ➡ ファイナルチェック　第１回〔第二問〕５
〔第二問〕

問１及び３
➡ ファイナルチェック　第１回〔第一問〕問２

〔第二問〕７ ➡ 基礎答練　第１回〔第三問〕２⑷
〔第二問〕８ ➡ ファイナルチェック　第２回〔第三問〕２⑸
〔第二問〕12 ➡ 全答練〔第三問〕４
〔第二問〕13 ➡ 的中答練　第１回〔第三問〕３

消
費
税
法

〔第一問〕問１ ➡ 基礎答練　第２回〔第一問〕問１
〔第一問〕問２ ➡ 全答練〔第一問〕問２

〔第二問〕 ➡

基礎答練　第１回〔第二問〕
基礎答練　第２回〔第二問〕
応用答練　第１回〔第二問〕
直前対策講義　第１回

固
定
資
産
税

〔第一問〕１ ➡ 的中答練　第１回〔第一問〕２

〔第二問〕１ ➡
応用答練　第２回〔第二問〕２
基礎答練　第２回〔第二問〕２

〔第二問〕２ ➡
的中答練　第２回〔第二問〕１
的中答練　第１回〔第二問〕１
全答練〔第二問〕２

事
業
税

〔第一問〕問１ ➡
実力テスト
テキスト№１　第４回〔第二問〕

〔第一問〕問２ ➡ 応用答練　第１回〔第一問〕
〔第二問〕 ➡ 的中答練　第２回〔第一問〕

〔第三問〕 ➡
的中答練　第２回〔第二問〕
全答練〔第二問〕

住
民
税

〔第一問〕問１ ➡
合格情報（Ａランク５問中からの出題）
全答練〔第一問〕
上級演習　⑥

〔第一問〕問２ ➡
ファイナルチェック　②
合格情報（Ａランク５問中からの出題）
応用答練　①

〔第二問〕 ➡

ファイナルチェック　①②
全答練
応用答練　①②
直前対策講義　第１回
上級演習　⑦

国
税
徴
収
法

〔第一問〕問１ ➡ 応用答練　第２回〔第一問〕２⑵
〔第一問〕問２ ➡ 応用答練　第２回〔第一問〕１⑶

〔第二問〕
問１及び２

➡
的中答練　第１回〔第二問〕
全答練〔第二問〕
応用答練　〔第一問〕２

元（20）ページ



簿 記 論

本試験問題 TAC予想問題
〔第一問〕 ─25点─

問１ Ｘ社は、機器を米国より輸入してリースする業者である。Ｘ
社の平成20年度（平成20年４月１日～平成21年３月31日）におけ
るリース取引に関する【資料１】と【資料２】に基づいて、以下
の⑴～⑻を計算しなさい。

リース取引に関する収益の計上方法として、所有権移転ファイ
ナンス・リース取引については、リース取引開始日に売上高と売
上原価を計上する方法、所有権移転外ファイナンス・リース取引
については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法
で処理している。また、オペレーティング・リースについては、
受取リース料をリース収益として計上する。オペレーティング・
リース資産は、残存価額ゼロ、定額法により、経済的耐用年数で
減価償却する。年度の途中で購入したものについては月割り計算
する。

なお、解答に当たり端数が生じた場合は、計算の都度百円の位
を四捨五入して千円単位で示すこと。

また、⑷の解答に当たり、勘定科目欄に「損」か「益」を記入
すること。
⑴ 当期の売上高
⑵ 当期の売上原価
⑶ 当期のリース収益
⑷ 当期の為替差損益
⑸ 当期の減価償却費
⑹ 当期末のリース投資勘定の額
⑺ 当期末のリース債権勘定の額
⑻ 当期末の繰延リース収益勘定の額

全答練 第二問 問１⨋
〔第二問〕─25─
問１ 当社の以下の資料に基づき、設問⑴から⑶に答えなさい。な

お、千円未満の端数が生じる場合には、四捨五入すること。また、
当期（平成21年３月期）は平成20年４月１日から平成21年３月31
日までである。

【資 料】
平成20年４月１日  商品27,060千円を掛けにより購入し、 ただ

ちに販売（通常の販売価格30,000千円）した。
平成21年３月31日 決算日。

⑵ 上記の【資料】について、リース契約を締結した場合、下記の
各時点における仕訳の金額を求めなさい。なお、通常の賑売価格
に3,000千円の利息相当額を加算した金額をリース料総額とし、
当期末から５回の年賦により回収する。

この場合には、次のような会計処理が考えられる。それぞれの
方法の各時点における仕訳は、次のとおりである。なお、当該リ
ース取引は所有権移転ファイナンス・リース取引に該当する。ま
た、利息配分額の計算は、年利率７％を用いて利息法により行う
ものとする。

① 売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法
〈平成21年３月31日〉
（借）現 金 預 金（ ）千円 （貸）受 取 利 息 Ｅ 千円

リース債権（ ）千円

② リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法
〈平成22年３月31日〉
（借）現 金 預 金（ ）千円 （貸）売 上（ ）千円
（借）売 上 原 価 Ｆ 千円 （貸）リース債権（ ）千円

③ リース取引開始日に売上高と売上原価を計上する方法
〈平成23年３月31日〉
（借）現 金 預 金（ ）千円 （貸）リース債権（ ）千円
（借）繰延リース利益（ ）千円 （貸）繰延リース利益戻入 Ｇ 千円

リースの貸手側の処理ズバ的！

【資料３】 社債の発行
以下の３種類の社債を発行している。社債の処理は収入額法によ

ること。
１ 普通社債

発行額面総額： 100,000千円
発行価額： 91,889千円
期 間： 平成18年４月１日から平成23年３月31日
利 率： 年６％
利払日： 年２回（９月30日と３月31日）後払い
償却原価法の適用に当たっては利息法とする。（計算利子率８

％）
なお、 平成20年10月１日に額面30,000千円を、28,500千円で買

入償還し、当座預金から支払った。

基礎答練 第３回 第三問⨋
９ 社債

甲社は平成18年４月１日に下記の条件で社債を発行している。
平成20年11月30日に額面金額18,000千円を額面100円につき99円
で買入消却を行ったが、経過利息を含めた支払額をもって社債勘
定を減額している。なお、平成20年９月と平成21年３月のクーポ
ン利息の支払は適正に処理されている。また、額面総額と払込金
額との差額は定額法で償却している。
⑴ 額面総額 60,000千円
⑵ 払込金額 58,800千円
⑶ 償還日 平成23年３月31日
⑷ クーポン利息 年１％
⑸ 利払日 毎年９月30日と３月31日の年２回

普通社債の買入消却ズバ的！

TACの直前予想問題が

本試験で

※この他にも、的中しました。
〔第一問〕問１
〔第一問〕問２ ２
〔第二問〕問２ 【資料３】
〔第二問〕問３
〔第二問〕問５

●応用答練 第３回 第二問 3 リースの貸手側の処理ズバ的！
●応用答練 第２回 第一問 新株予約権付社債ズバ的！
●応用答練 第２回 第三問 補助元帳の資料ズバ的！
●基礎答練 第２回 第二問 問３ 割賦販売の処理ズバ的！
●基礎答練 第１回 第二問 設問１ 工事進行基準ズバ的！



３ 外貨建転換社債型新株予約権付社債
発行額面総額： 200,000ドル（平価発行）
期 間： 平成20年４月１日から平成23年３月31日
利 率： 年０％
一括法により処理する。
平成20年７月１日に、50,000ドル分の新株予約権の行使請求が

あり、新株を発行した。なお、新株予約権の行使に際して、１株
当たりの転換価額は50千円とする。新株予約権の行使により交付
される株式数は、社債の額面金額を１ドル＝100円の固定レート
で換算した金額を転換価額で除した数とする。新株の発行時に出
資された金額は、その半額を資本金とする。

的中答練 第３回 第三問⨋
８ 社債に関する事項

⑴ 社債は、平成19年４月１日に発行した外貨建新株予約権付社
債である。当該社債の詳細は以下のとおりである。
① 券面金額：1,000,000ドル
② 払込金額：1,000,000ドル
③ 償還期限：平成24年３月31日
④ 年利率：０％
⑤ 権利行使期間：平成19年４月１日から平成24年３月31日
⑥ 権利行使に伴う払込方法：代用払込
⑦ 新株を交付する場合の資本金組入額：会社法規定の最低限

度額
⑧ 新株予約権の権利行使に際して出資をなすべき１株当たり

の金額（転換価格）は600円とする。なお、新株予約権の行
使により交付される株式数は、社債金額を換算（固定）レー
ト100円／ドルで円に換算した金額を、転換価格で除した数
とする。

⑵ 平成20年10月１日に社債金額300,000ドルについて権利行使
があり、新株を交付したが、未処理である。なお、この他に権
利行使されたものはなかった。

外貨建新株予約権付社債ズバ的！

〔第二問〕 ─25点─
以下の問１～問５について、それぞれの設問に答えなさい。
なお、計算の過程で端数が生じる場合には、金額単位が円表示の

ものについては円未満、千円表示のものについては千円未満をそれ
ぞれ切り捨てること。
問１ Ａ社とＢ社は、平成21年９月１日を合併期日として合併する

予定であり、両社の平成21年３月31日における個別貸借対照表
は、次に示すとおりである.【資料】に基づき、以下の⑴と⑵
に答えなさい（会計期間は１年、決算日は３月31日）（単位：千
円）。

貸借対照表
（Ａ社） 平成21年３月31日

諸 資 産 2,000,000 諸 負 債 1,500,000
Ｂ 社 株 式 100,000 資 本 金 160,000

資 本 準 備 金 130,000
利 益 準 備 金 20,000
別 途 積 立 金 230,000
繰越利益剰余金 60,000

2 100 000 2 100 000

貸借対照表
（Ｂ社） 平成21年３月31日

諸 資 産 500,000 諸 負 債 350,000
資 本 金 40,000
資 本 準 備 金 25,000
利 益 準 備 金 5,000
別 途 積 立 金 60,000
繰越利益剰余金 20,000

500 000 500 000
【資料】

１ Ａ社の平成20年度（平成20年４月１日～平成21年３月31日）
の当期純利益は42,000千円である。

２ Ａ社の平成20年３月31日に終わる過去４会計期間の平均自己
資本利益率は8.75％である。また、Ｂ社の平成20年３月31日に
終わる過去４会計期間の平均自己資本利益率は6.20％である。

３ Ａ社とＢ社がともに属する業種の平均自己資本利益率は6.00
％である。

４ Ａ社とＢ社との合併比率（１株当たりの企業評価額の比率）
は１：0.9である（なお、 合併比率はＡ社とＢ社それぞれの①
簿価による純資産額と②収益還元価値額の平均値に基づく企業
評価額によっている）。

５ Ａ社の平成21年３月31日における発行済株式総数は4,000株で
ある。また、Ｂ社の平成21年３月31日における発行済株式総数
は1,000株である。

⑴ Ａ社の平成21年３月31日における企業評価額を計算しなさい。
⑵ Ｂ社の平成20年度（平成20年４月１日～平成21年３月31日）の

当期純利益を計算しなさい。

基礎答練 第１回 第二問 設問３⨋
設問３

Ｄ社はＥ社を吸収合併することにした。よって、下記の【資料】
に基づいて、次の問１から問３に答えなさい。
問１ Ｄ社とＥ社の企業評価額を算定して答案用紙に記入しなさ

い。
問２ 株式の交換比率を算定して答案用紙に記入しなさい。
問３ 当該吸収合併においてＤ社が行う仕訳を答案用紙に記入しな

さい。なお、仕訳で使用する科目は次に示した科目を使用する
こと。

諸資産 関係会社株式 のれん 諸負債 資本金
資本準備金 その他資本剰余金 利益準備金 自己株式
繰越利益剰余金

【資料】
⑴ 合併直前におけるＤ社とＥ社の貸借対照表

 Ｄ社貸借対照表 （単位：千円）
諸 資 産 576,000 諸 負 債 324,000

資 本 金 180,000
利 益 準 備 金 20,000
繰越利益剰余金 52,000

576 000 576 000

 Ｅ社貸借対照表 （単位：千円）
諸 資 産 262,000 諸 負 債 140,500

資 本 金 80,000
利 益 準 備 金 11,500
繰越利益剰余金 30,000

262 000 262 000
⑵ 下記の率を使用して収益還元価値法により企業評価額を算定す

る。
① 株主資本利益率はＤ社が４％、Ｅ社が２％である。
② 資本還元率は３％である。

⑶ 発行済株式数はＤ社が280,000株、Ｅ社が90,000株である。
⑷ Ｅ社の諸資産の時価は275,000千円、諸負債の時価は140,500千

円である。
⑸ Ｄ社がＥ社の株主に交付する株式には、１株に対して１個の議

決権が付されている。なお、交付する株式の１株あたりの時価は
2,600円である。

⑹ Ｄ社は吸収合併において増加する株主資本のうち資本金と資本
準備金を80,000千円ずつとし、残額についてはその他資本剰余金
とする。

企業評価額の算定ズバ的！



財 務 諸 表 論

本試験問題 TAC予想問題
〔第一問〕
４ 有形固定資産の取得等に付随して不可避的に生ずる除去に伴う
キャッシュ・フローに係る資産除去債務の会計処理として、資産
負債の両建処理と引当金処理の２つが考えられる。引当金処理に
比べて、両建処理が適切な会計処理とみなされる根拠を簡潔に述
べなさい。

４ 解答
引当金処理の場合には、有形固定資産の除去に必要な金額が貸
借対照表に計上されないことから、資産除去債務の負債計上が不
十分である。また、有形固定資産に対応する除去費用が、減価償
却を通じて、当該有形固定資産の使用に応じて各期に費用配分さ
れるため、両建処理は引当金処理を包摂するものといえる。

応用答練 第１回〔第二問〕⨋
４ 「資産除去債務基準」において採用されている資産除去債務に
係る会計処理を次のうちから選択し、記号を答案用紙の所定の箇
所に記入しなさい。また、あなたが選択しなかった・・・・・・・会計処理の問
題点を負債計上に着目して指摘しなさい。さらに、あなたが選択・・

した・・会計処理を「資産除去債務基準」においては、どのように捉
えているかを、資産除去債務に対応する除去費用に着目して答え
なさい。
① 引当金処理
② 資産負債の両建処理

4 解答

会計処理
の問題点

引当金処理の場合には、有形固定資産の除去に必要
な金額が貸借対照表に計上されないことから、資産除
去債務の負債計上が不十分であるという問題点がある。

〔第二問〕
１
⑷ 基準は、収益性の低下による評価損の計上において、継続使用
を条件として、再調達原価の使用を認めている。それはどのよう
な場合かを説明しなさい。

１
⑷ 解答
製造業における原材料等のように再調達原価の方が把握しやす
く、正味売却価額が当該再調達原価に歩調を合わせて動くと想定
される場合である。

的中答練 第１回〔第二問〕⨋
６ 上記４の収益性の低下を判断する場合に、一定の事象が想定さ
れる場合は、例外的に再調達原価を用いることも認められる。そ
の事象とはどのようなものか端的に説明しなさい。

６ 解答
正味売却価額が再調達原価に歩調を合わせて動くと想定される

場合である。

〔第二問〕
１
⑶ 基準は、収益性の低下による評価損の計上において、設問⑴

② の評価額を、通常、取得原価と比較されるべき評価額とし
て取り上げている。その理由を簡潔に説明しなさい。

１
⑶ 解答
棚卸資産は、通常、販売によってのみ投下資金の回収を図るた
めである。

基礎答練 第２回〔第一問〕⨋
４⑵ 棚卸資産の収益性の低下の判断が下線部ｃのように行われる
理由を投資の回収形態の観点から述べなさい。

４⑵ 解答
棚卸資産の場合には、通常、販売によってのみ資金の回収を図

る点に特徴があることから、評価時点における資金回収額を示す
棚卸資産の正味売却価額が、その帳簿価額を下回っているときに、
収益性が低下していると考え、帳簿価額の切下げを行うことが適
当であると考えられるためである。

〔第二問〕
２ 棚卸資産の評価方法に関して、次の問に答えなさい。
⑴ 収益と費用の対応という観点から、後入先出法と先入先出法に
ついて両者の違いを明確にしなさい。

２⑴解答
後入先出法は、最も新しく取得したものから棚卸資産の払出し
が行われるとみなす方法であることから、棚卸資産を払い出した
時の価格水準に最も近いと考えられる価額で収益と費用を対応さ
せることができる。
これに対し、先入先出法は、最も古く取得したものから棚卸資
産の払出しが行われるとみなす方法であることから、棚卸資産を
払い出した時の価格水準に最も近いと考えられる価額で収益と費
用を対応させることができない。

基礎答練 第２回〔第一問〕⨋
３⑵ 物価変動時における後入先出法の長所を費用と収益の対応の
観点から説明しなさい。

３⑵ 解答
後入先出法は、後に取得したものから先に払出されると仮定し、

払出単価を計算する方法であることから、損益計算上新しい原価
が新しい収益に対応されるため、費用収益の同一価格水準的対応
が図られることとなり、費用と収益を合理的に対応させることが
できる。

〔第三問〕６
６ ソフトウェアに関する事項
ソフトウェアの内訳は次のとおりであるが、償却計算は未了であ

る。いずれも社内利用のソフトウェアであり、その利用により将来
の費用削減が確実と認められ、償却年数は５年である。
システム 利用開始時期 前期末帳簿価額 費用計上区分

事務管理 平成19年４月 16,000千円 販売費及び一般管理費と製
造費用で50％ずつ

生産管理 平成18年10月 31,500千円 製造費用
販売管理 平成19年７月 13,005千円 販売費及び一般管理費

応用答練 第２回〔第三問〕７⑴⨋
⑴ ソフトウェアの内訳は次のとおりである。いずれも社内利用の
ソフトウェアであり、その利用により将来の費用削減が確実と認
められるため、資産計上し、償却期間５年で定額法により償却し
ている。
システム 利用開始時期 前期末帳簿価額 費用計上区分

事務管理 平成19年４月 2,880千円 販売費及び一般管理費と
製造費用で50％ずつ

生産管理 平成18年10月 3,150千円 製造費用
販売管理 平成19年７月 1,530千円 販売費及び一般管理費

〔第三問〕３⑸
⑸ Ｌ社社債は平成20年10月１日に発行と同時に取得した。債券金
額は28,000千円、満期日は平成25年９月30日である。また、実効
利子率は年2.86％、クーポン利率は年2.0％、利払日は毎年９月末
日と３月末日の年２回である（利息は３月末に全て入金されてお
り、適正に処理されている。）
取得価額と債券金額（額面）との差額は、すべて金利の調整部
分（金利調整差額）であり、償却原価の計算については、利息法
により行っている。
なお、定額法との差額に係る税効果会計は考慮しないものとす
る。

基礎答練 第２回〔第三問〕４⑶⨋
⑶ 北村社債券は平成20年10月１日に発行と同時に取得したもので
あり、額面金額500,000千円、償還期限は５年、クーポン利子率
は年２％、実効利子率は2.86％、利払日は３月末日及び９月末日
である（利息は３月末日に全て入金されており、適正に処理され
ている。）。
取得価額と額面金額の差額はすべて金利の調整であり、これを

有価証券利息の調整額として利息期間に期間配分する際には償却
原価法（利息法）による。



〔第三問〕９
９ 退職給付引当金に関する事項

当社は、確定給付型の退職一時金制度及び企業年金制度を適用
しているが、退職給付に係る当期の資料は次のとおりであった。
退職給付費用に係る計算は未了であり、当期発生額の70％は製造
従業員分、30％は本社等従業員分とする。

（単位：千円）
前期末 当期末

① 退職給付債務 △250,000 △251,000
② 年金資産 200,000 各自推定
③ 未積立退職給付債務（①＋②） △50,000 各自推定
④ 未認識数理計算上の差異 30,000 26,000
⑤ 未認識過去勤務債務 △20,000 各自推定
⑥ 退職給付引当金（③＋④＋⑤） △40,000 各自推定

全答練 〔第三問〕９⨋
９ 退職給付引当金に関する事項

当社は退職一時金制度及び適格退職年金制度を採用しており、
以前から「退職給付に係る会計基準」を適用している。なお、残
高試算表の退職給付引当金は前期末残高である。

（単位：千円）
前期末 当期末

退職給付債務 337,500 377,775
年金資産 135,000 167,850

未認識数理計算上の差異 31,500
（損失） 各自推定

退職給付引当金 171,000 各自推定

〔第三問〕８
８ 従業員賞与に関する事項

従業員賞与については、 平成21年６月の夏期賞与の支給が
60,000千円と見込まれるため、支給対象期間（12月から５月）に
応じた金額を引当計上する。

繰入額の計算は月割りで期間配分する。また、当期繰入額の70
％は製造従業員分、30％は本社等従業員分とする。

残高試算表の賞与引当金55,000千円は前期末残高であり、平成
20年６月支給額（当期繰入額と同じ比率により支払賞与としてそ
の他労務費、販売費及び一般管理費に計上）と相殺処理する。

なお、税務上、賞与は支払時に損金算入されることになってい
るので、賞与引当金繰入額に対して税効果会計を適用するものと
する。

基礎答練 第３回〔第三問〕９⑵⨋
⑵ 賞与手当及び賞与引当金については下記のとおりである。

① 平成20年６月20日支給分428,850千円は、 支給対象期間が平
成19年12月１日から平成20年５月31日までのものである。期中
は支給額を賞与手当として費用処理したのみであり、前期末に
計上した賞与引当金の取崩処理は行われていない。

② 平成20年12月15日支給分468,450千円は、 支給対象期間が平
成20年６月１日から平成20年11月30日までのものである。期中
は支給額を賞与手当として費用処理したのみである。

③ 平成21年６月20日支給予定分435,150千円は、 支給対象期間
が平成20年12月１日から平成21年５月31日までのものである。
当該予定額のうち当期負担分を引当計上する。

④ 賞与手当及び賞与引当金繰入額の配賦割合は営業部門25％、
製造部門60％及び研究開発部門15％である。

〔第三問〕12
12 剰余金の処分に関する事項

平成20年６月28日の株主総会で次の内容の剰余金の処分が承認
されている。

期末配当に関する事項
⑴ 配当財産の種類 金銭とする。
⑵ 配当総額 50,000千円
⑶ 配当財源 繰越利益剰余金
⑷ 配当の効力が生ずる日 平成20年６月29日

配当金の支払は仮払金で処理されており、準備金の積立ては
未処理である。

応用答練 第１回〔第三問〕10⑵⨋
⑵ 剰余金の配当

平成20年12月31日現在の株主に対して、繰越利益剰余金を財源
とし、 効力発生日を平成21年３月26日とし、 配当金額を4,460千
円とする剰余金の配当を行った。当社は支払金額総額を雑損失と
して処理しているのみである。

〔第三問〕３⑶
⑶ Ｊ社株式は上場株式であり、余裕資金の運用のため前期以前か

ら所有していたが、 当期において更に200株を15,000千円で購入
し、その後、株価の下落が予想されたので500株を30,000千円で
売却した。売却代金は仮受金で処理している。

なお、当該売却に伴う付随費用は考慮しない。

応用答練 第３回〔第三問〕５⑶②⨋
② Ｂ社株式は余剰資金の運用のため前期において2,000株取得し

たものである。当期においてさらに2,000株を9,000千円で購入し
たが、その後、資金運用方針の変更により1,500株を9,000千円で
売却し対価として手形（満期日：平成21年５月１日）を受け取っ
ている。これらの取引に関しては当期購入に伴う支払額を仮払金
計上し、売却額については次のように処理している。なお、売却
に伴う付随費用は考慮しない。

（借方）受取手形 9,000千円 （貸方）投資有価証券売却益
9,000千円

また、 期末の１株当たり時価は4,500円であり、 Ｂ社株式及び
自己株式以外に当期中に売却した有価証券はない。



法 人 税 法

本試験問題 TAC予想問題
〔第一問〕
問１　宅地開発業を営むA社は、X県Y市内の土地を購入し造成し、

宅地として販売することにした。A社は、この宅地開発行為につい
てX県知事の許可を受けるため、都市計画法に基づきY市と協議を
行ったところ、Y市から、開発区域外にある雨水排水路の改修工事
を行うよう行政指導を受け、これに従わない場合には同法に基づく
同意《参考１の法令参照》を与えないとの方針が示された。そこで、
A社はこれを了承し、Y市の同意を得てX県知事の開発許可を受け
た上で、宅地の造成を行い、平成21年12月にこれを販売してその収
益を当期（自平成21年４月１日至平成22年３月31日）の益金の額に
算入した。

また、雨水排水路の改修工事については、当該工事を請け負わせ
る予定の土木建築会社から工事費の見積額を１億円とする見積書を
受け取り、平成22年１月に同社との間で請負契約を締結したが、そ
の後、当該工事による環境悪化を懸念する住民の反対運動が起こっ
たため、当期末現在、当該工事は施工されていない。

以上の事実関係の下、A社において、雨水排水路の改修工事に要
する費用の見積額１億円は当期の損金の額に算入されるか。理由を
付して簡潔に説明しなさい。

合格情報　補助レジュメ　２ページ⨋
【問題１】売上原理と債務確定基準（平成18年会計士論文式試験）

宅地開発業を営むA社は、B県内の林野を購入し、造成のうえ宅
地として販売することを企画した。B県知事は、この宅地造成に許
可を与えたが、これと共に、宅地造成地域周辺の道路整備・雨水排
水路の改修工事を行うように指導した。A社は、許可対象地域を宅
地造成のうえ販売し、その収益を平成21事業年度（平成21年４月１
日から平成22年３月31日までの事業年度をいう）の益金に算入した。

また、宅地造成地域周辺の道路整備等の工事については、平成21
年５月に、C建設会社から１億５,000万円の工事費見積額の連絡を
受け、同社との間で請負契約を締結した。その後、道路整備等の工
事に対しては、環境の悪化を懸念する付近住民からの反対があり、
B県において、住民の意向を踏まえて地域整備計画の一部変更を検
討することとなったため、A社の平成21事業年度中には、この工事
は実施されなかった。

以上の事実関係に基づき、A社は、 工事費見積額１億５,000万円
を平成21事業年度の損金に算入することができるか。理由を明示し
て答えなさい。

〔第一問〕
問３　建設業を営むC社は、 いわゆるPFI（Private Finance 

Initiative）事業《参考２の法令参照》として、公営宿舎を建設・所
有し、次の内容の契約により、当該宿舎をZ県に賃貸するとともに、
その維持管理業務をZ県から受託している。 この場合のC社におけ
る法人税法上の取扱いを簡潔に説明しなさい。

〔契約の内容〕
①　C社は平成21年４月１日に当該宿舎をZ県に引き渡し、 同日か

ら25年間にわたって賃貸する。
②　Z県はC社に対して年２回、25年間にわたって賃貸料を支払う。

なお、賃借料は、C社において負担した当該宿舎の工事費用及び
付随費用の合計額をZ県が支払うこととなるように積算されてい
る。

③　契約期間中に契約不履行などの一定の事実が生じた場合には、
賃貸借契約を終了する。その場合、Z県は契約期間のうち未経過
分の賃借料の合計額をC社に支払い、当該宿舎の所有権を取得す
る。

④　Z県はC社に対し、当該宿舎の賃借料とは別に、毎月末、維持
管理業務に係る手数料を支払う。

⑤　C社は管理業務として当該宿舎の入居者から毎月25日に家賃を
徴収し、同月末にその合計額をZ県の口座に振り込む。

註　解答は答案用紙の指定された枠内に記入すること。なお、解答枠
は書き損じ等も考慮して十分にスペースを設けている。

《参考１》
○　都市計画法第32条第１項（公共施設の管理者の同意等）

開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関
係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければなら
ない。

《参考２》
○　民間資金等の活用による公共施設等の設備等の促進に関する法

律第２条第２項（定義）
この法律において「特定事業」とは、公共施設等の整備等（公

共施設等の建設、改修、維持管理若しくは運営又はこれらに関す
る企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。）
に関する事業（市街地再開発事業、土地区画整理事業その他の市
街地開発事業を含む）。であって、民間の資金、経営能力及び技
術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されるも
のをいう。

的中答練　第３回　問１⨋
〔第一問〕

青色申告を提出する以下の各法人の、平成21年４月１日から平成
22年３月31日までの間の事業年度（以下「当期」という。）について、
次の問１から問３までの問いに答えなさい。

なお、申告要件に関する説明は要しないものとする。
問１　A社（資本金の額は２億円）は、当期にB社との間でリース

契約を締結しリース資産（車両及び運搬具）を事業の用に供して
いる。A社はリース資産について売買処理を行い、リース料の額
の合計額から合理的に区分された利息相当額を控除した金額をリ
ース資産の取得価額としている。B社は、リース資産について延
払基準の方法による経理をするとともに、リース譲渡に係る収益
及び費用の益金及び損金算入に関する明細の記載を添付し申告を
行うこととしている。（15点）

⑴　法人税法第64条の２（リース取引に係る所得の金額の計算）第
３項に規定するリース取引の意義について簡潔に説明しなさい。

⑵　⑴のリース取引に該当する場合における取扱いを簡潔に説明し
なさい。

⑶　本問における取引が⑴のリース取引に該当し、⑵の取扱いを受
ける場合の当期におけるA社及びB社の取扱いを簡潔に説明しな
さい。

なお、延払基準の方法、減価償却資産の償却の方法に関する説
明は要しないものとする。

【第二問】
１　株主の状況

甲社の当期末における株主構成は次表のとおりである。
株主間での相互の株式の保有関係はなく、法人株主はいずれも非

同族会社である。また、甲社は議決権制限株式を発行していない。
株主名 株式数 備考

A株式会社 500
B商事株式会社 200

甲野太郎 180 代表取締役
C株式会社 180
D株式会社 180
E株式会社 180

その他の株主５名 380 各株主の所有株式数は100株未満
である。

合計 １,800

応用答練　第１回【第二問】Ⅱ４、５⨋
４．発行済株式総数　１,200株（１株１万円）
５．株主構成 ○石A子 200株
 ○坂B彦 200株
 ○田C陽 200株
 ○島D太 200株
 ○佐E美 200株
 内国法人乙株式会社 200株

註上記A、B、C、D及びEは友人であり、互いに特殊な関係はない。
また、内国法人乙株式会社（資本金９億円の非同族会社である。
以下、「乙社」という。）は上記個人株主と特殊な関係はなく、乙
社からは資金面及び事業面での協力を受けている。

元（27）ページ



２ 有価証券
甲社は、長期保有の目的で以下の４銘柄の上場株式を所有し、投

資有価証券勘定に計上している。
これらの株式につていは、会計上、時価をもって貸借対照表価額

とし、評価差額は洗替方式に基づき、全部純資産直入法により処理
している。

また、各期末の時価（終値）が取得原価に比べて50％以上下落し
た場合には、「時価が著しく下落した」と判断して、時価をもって
貸借対照表価額とし、時価と取得原価との差額を当期の損失として
処理（減損処理）することとしている。

各期において有価証券の評価損の損金算入の可否を検討する際に
は、その価額が近い将来回復すると見込まれるかどうかについて、
銘柄ごとに過去における市場価格の推移、発行法人の業況等を総合
的に勘案した合理的な基準に従ってその判断を行っている。

なお、税務上の合理的な判断基準によれば、当期末現在において、
損金算入の判定の対象となる銘柄につき、時価の回復可能性はない
と判断される。
銘柄 取得年月 株式数 単価 取得価額

Zホーム

平成17年
６月 ５,000株 １,500円 ７,500,000円

前々期
末終値 １,100円 前期末

終値 900円 当期末
終値 600円

評価差額 ▲２,000,000円 評価差額 ▲３,000,000円 減損
処理額 ４,500,000円

Yコーポ

平成18年
１月 ５,000株 ６,000円 30,000,000円

前々期
末終値 ４,900円 前期末

終値 ４,300円 当期末
終値 ３,300円

評価差額 ▲５,500,000円 評価差額 ▲８,500,000円 減損
処理額 13,500,000円

註翌期になって市場価格が大幅に下落したため、当期末において減
損処理を行った。

 

X住宅

平成18年
１月 ５,000株 700円 ３,500,000円

前々期末
終値 500円 前期末

終値 290円 当期末
終値 390円

評価差額 ▲１,000,000円 減損
処理額 ２,050,000円 評価

差額 500,000円

註前期末において、時価の回復可能性はないと判断された。
 

W工務店

平成17年
12月 10,000株 850円 ８,500,000円

前々期末
終値 650円 前期末

終値 380円 当期末
終値 400円

評価差額 ▲２,000,000円 減損
処理額 ４,700,000円 評価

差額 200,000円

註前期末において、時価の回復可能性がないとは言えないと判断さ
れた。

全答練【第二問】⨋
５ 有価証券

甲社は、L社株式（取引所売買有価証券に該当する。）20,000株を
平成20年３月に18,000,000円で取得し継続保有している。平成22年
３月31日における市場価格が８,000,000円となっていることから、
甲社は、専門性を有する機関に個別銘柄別・業種別分析を依頼し、
その価額の回復が見込まれるか否か見通しを依頼し、近い将来価額
の回復は見込めないとの提示を受けた。

なお、当該株式の過去２年間の市場価格は、平成21年３月31日に
おいては10,500,000円、平成20年３月31日においては20,000,000円と
なっている。

経理担当者は、当該会社処理が不明であるため、何ら処理をして
いない。

３ 租税公課
⑵②
⑵ 当期の租税公課勘定には次のものが含まれている。

② 取引契約書に印紙を貼付したが、消印を失念したため課された
過怠税40,000円

基礎答練 第１回〔第二問〕⨋
⑵ 上記のほか、甲社は当期中に次の租税公課を支払い、費用に計

上している。
④ 印紙税（うち過怠税14,000円） 300,000円

４ 貸倒引当金
⑵ 貸借対照表に計上されている当期末の金銭債権の内訳は、次の

とおりである。
S社以外に対する未収金145,000,000円、受取手形235,000,000円
S社に対する再生債権14,000,000円

⑶ S社は平成21年４月10日に裁判所に対して民事再生の手続開始
の申立てを行い、再生債権者の合意を得て、同年９月10日に再生
計画が認可決定されている。その決定に基づき、甲社が有してい
た未収金残高20,000,000円について、S社から以下の通知があった。
① 30％相当額の６,000,000円は切り捨てられる。
② 50％相当額の10,000,000円については、 平成22年５月１日を

第１回の弁済期日として、 毎年４月末に１,000,000円の均等弁
済を行う。

③ 残額は分割弁済完了後３ヶ月以内に一括弁済とする。
これにより、 ６,000,000円は前期に繰り入れた貸倒引当金を取

り崩して補てんし、長期にわたって弁済を受ける14,000,000円は、
再生債権として貸借対照表の投資等に計上している。なお、担保
権の実行によりS社から取立て等が見込まれる金額はない。

⑷ 当期における貸倒引当金の繰入額は17,000,000円である。なお、
金銭債権のうち実質的に債権とみられない金額はない。

また、当期首前３年以内に開始した各事業年度における貸倒損
失の額に基づいて計算した貸倒実績率は０.0125である。

応用答練 第２回〔第二問〕⨋
２ 完成工事未収入金

精算表にある金額は相手先の都合により完成引渡時に収受してい
ないものの金額である。

そのうち４,000,000円は丙社に対するものであるが丙社について
は平成21年３月10日に民事再生法の再生手続開始の申立てがあった
ため、 前期において損金経理により２,000,000円の個別貸倒引当金
を計上している。

丙社についてはその後平成21年７月10日に民事再生法の規定によ
る再生計画の認可決定があり、債権のうち60％相当額は決定の日に
切り捨て、40％相当額については、平成23年２月１日を第１回とし
て毎年２月１日を返済日として８回に均等分割して支払うこととと
されたが、当期末において甲社は何ら処理をしていない。

個別貸倒引当金を設定する場合にはその他の費用・損失に計上す
ること。

なお、工事進行基準が強制される工事について、当期に受け入れ
た未成工事受入金と工事進行基準による完成工事高との差額を計上
すべきであるが、当期末現在未処理のままである。



所 得 税 法

本試験問題 TAC予想問題
〔第一問〕

問１ 居住者である給与所得者甲は、平成21年の年初において、国
内の金融商品取引所に上場しているＡ社、Ｂ社の株式を所有して
いた｡ 甲は、平成21年中にＡ社株式の配当収入50万円を得るとと
もに、Ｂ社株式のすべてを金融商品取引業者への売委託（特定口
座は開設していない。）により譲渡したところ、100万円の譲渡損
失が生じた。

この場合、甲の配当所得、株式等の譲渡に係る譲渡所得等（譲
渡損失）の取扱いについて説明しなさい。
註 甲の平成21年分の所得は、上記以外に年末調整を受けた給与

所得がある。
また、甲が所有するＡ社の株式数は、Ａ社の発行済株式の総

数の５％未満である。

直前対策講義第５回⨋
【応用問題３】

甲株式会社に勤務する居住者乙から、「本年分の所得は、甲社か
ら受けた給与所得のみであるが、そのほか、本年は株式の譲渡によ
って生じた損失がある。この株式の譲渡による損失の金額は、所得
税を計算する上で考慮してもらえるか」という質問を受けた。

所得税の課税上の取扱いを述べなさい。

〔第二問〕
問１

【資料Ⅰ】３
⑴ 仕入割戻し 319,300円

仕入割戻しについては、算定基準が明示されていないが、本年
12月26日に支給通知があったものであり、平成22年１月12日に支
払われている。

直前対策補助問題第３回⨋
【資料１】
⑶ 仕入割戻 180,000円

これは、前年中の仕入に関して本年１月に通知を受けたもので
あり、取引先から算定基準の明示はされていない。

【資料Ⅰ】４
⑵ 交通反則金等 56,000円

上記⑴の交通事故による反則金25,000円のほか、甲が工事現場
近くの路上に駐車違反をしたため、その反則金18,000円及びレッ
カー車代等13,000円を警察に支払った。

基礎答練第１回⨋
【資料１】
⑵ 交通反則金 18,000円

これは、甲が駐車違反をしたことにより、支払ったものである。

【資料Ⅰ】４
⑻ 専従者給与の額 1,000,000円

Ｃは、本年３月に高校を卒業し４月から甲の業務に従事してい
たが、大学受験を目指すため９月から予備校に通っている。そこ
で、甲は、Ｃが業務に従事していた期間（４月～８月）の専従者
給与として、月額200,000円を支払っている。

なお、この給与は、「青色事業専従者給与に関する届出書」に
記載された金額の範囲内のものであり、労務の対価として相当と
認められる。

直前対策補助問題第７回⨋
【資料１】
８ 専従者給与は甲の長男に対して支払ったものであり、上記１⑵

の届出書に記載している金額の範囲内であり、同種同規模の事業
者が支給する給与の状況などに照らし、労務の対価として相当で
あると認められる金額である。

なお、長男は本年６月から甲の物品販売業に従事しており、本
年６月から10月まで１月当たり250,000円の給与を支払っていた
が、本年11月以後は病気による療養のため物品販売業に従事して
いないことから、同月以後の給与は支払っていない。



【資料Ⅰ】
５ 諸経費には、次の資産の減価償却費が含まれていない。

（単位：円）

種 類 取得年月日 取得
価額

償却の基
礎となる

金額

耐用
年数

事業専
用割合 備 考

建物（事務所） 平成元.７.１ 12,300,000 11,070,000 22年 100％
普通自動車ａ 平成16.１.15 3,200,000 468,688 ６年 70％
普通自動車ｂ 平成21.６.10 3,100,000 ─ ６年 70％
軽自動車ｃ 平成16.10.５ 1,200,000 106,600 ４年 100％
軽自動車ｄ 平成19.７.３ 800,000 77,955 ─ 100％ 中古車

【付記事項】
ロ 普通自動車ａは、本年６月10日、新車（普通自動車ｂ）を購入

する際に400,000円で下取りに出している（スクラップ化してい
たと認められるものではない。）。

ニ 軽自動車ｄの法定耐用年数は４年であり、購入時点で１年２ヶ
月を経過している。

的中答練第１回⨋
【資料３】
３ 雑収入には、本年８月に車両を買換えた際の下取額が800,000円

含まれている。
なお、 下取りに出した車両の下取時における価額は700,000円で

あったが、新規購入を条件に上記金額となったものである。（下記
５参照）

なお、譲渡した車両は、乙が平成14年８月に取得したものであ
り、 この車両の譲渡時における米償却残額983,200円は諸経費に
計上されている。

５ 諸経費には、次の減価償却資産の償却費が計上されていない。

資産 乗務供用年月 取得価額 耐用年数
償却率

備考
旧定額法 定額法

店 舗 平成21年６月 39,000,000円 34年 0.030 0.030 註１
車 輌 平成21年８月 1,800,000円 ６年 0.166 0.167 註２
註２ 車両は、乙からの相続財産である車両を下取り資産として

買換えたものであり、表中の取得価額は、下取り額充当後の残
額である。（上記３参照）

応用答練第１回⨋
【資料Ⅰ】
７．営業諸経費には、次に掲げる資産の減価償却費が含まれていな

い。
なお、すべて取得と同時に業務の用に供している。

取得年月 取得価額 年初未償
却残額

法定耐用
年数 備考

備 品 Ｒ Ｈ20.７ 189,000円 126,000円 ４年 （注１）
機 械 装 置 Ｈ21.２ 3,250,000円 ─ 15年 （注２）
車輌運搬具 Ｈ21.４ 2,570,000円 ─ ４年 （注３）
倉 庫 Ｈ21.６ 4,000,000円 ─ 22年 （注４）

（注４）経過期間14年の中古資産を購入したものであり、改良費
5,700,000円を支出しているが、未処理となっている。

なお、この資産の再取得価格は11,000,000円であり、耐用年
数を見積もることは困難である。

【資料Ⅰ】
６ 貸借対照表には．本年12月31日現在の債権として、①工事未入

金4,776,000円、②受取手形850,000円、③貸付金50,000円が計上さ
れており、その内容を調査したところ、次の事実が判明したが、
甲はこの点に関して何らの経理もしていない。

なお、平成20年分の所得税においで繰り入れた貸倒引当金の額
はない。

⑴ 工事未収入金732,500円は、 Ｇ建設株式会社に対するものであ
り、同社とは継続的な取引を行っていたが、数年前よりその資産
状況及び支払能力が悪化したため、平成19年12月以後は取引を停
止している。甲は、たびたびＧ建設株式会社に対し支払を督促し
ているが、一切の返済を受けていない。

的中答練第３回⨋
【資料Ⅰ】
10 営業諸経費には、貸倒引当金繰入額は計上されていない。

なお、 本年12月31日現在における物品販売業に係る償却は
18,200,000円であるが、次のものが含まれている。
⑴ Ｃ商店に対する売掛金1,000,000円及び貸付金2,000,000円

Ｃ商店とは以前から継続的な取引を行っていたが、同商店が
急速に支払い能力が悪化したため、平成20年11月を最後に同商
店との取引を停止している。

【資料Ⅰ】
７ Ｄは、甲の事務所の隣接地に賃貸住宅を所有し第三者に貸し付

けていたが、平成20年の春に空家となり、新たな入居者が見当た
らないことから、本年１月、この建物を甲の事務所兼車庫として
使用できるように改築した。そこで、甲は、本年２月20日、Ｄか
らこの建物を賃借し、毎月末に月額賃料12万円をＤに支払うこと
としている。

【付記事項】
イ Ｄは、平成８年１月10日、上記の建物を15,000,000円で取得

し減価償却費の額を不動産所得の必要経費に算入している。Ｄ
は、平成20年分所得税の確定申告書に「収支内訳書」を添付し
ており、そこには、①「償却方法」を旧定率法、②「法定耐用
年数」 を22年、 ③「平成20年12月31日現在の未償却残高」 を
3,868,238円と記載している。

ロ Ｄは、建物改築に要した費用5,000,000円のほか、本年度分の
固定資産税128,000円（第１期分～第３期分） 及び火災保険料
30,680円を本年中に支払っている。また、本年度分の固定資産
税40,000円（第４期分）は、平成22年２月にＤが納付する予定
である。

的中答練第２回⨋
【資料Ⅱ】
⑴ 賃貸料 160,000円

これは、甲の母から、本年５月より営業用として借用している
車両の賃貸料である。母は、この車両（耐用年数６年）を平成16
年９月に3,500,000円で取得しており、償却方法は選定していない。

なお、この車両に係る自動車税の適正額51,000円を甲が支払っ
ているが、賃借料以外は何ら処理をしていない。

【資料Ⅰ】
８ 本年９月１日、台風により甲の自宅の屋根の一部が損壊したこ

とから、屋根全体について修理及び被強工事をした。甲は、その
修理代金5,500,000円と台風の後片付けの費用180,000円を事業用
の預金から支払ったので、「事業主貸」勘定で処理している。こ
の建物の被災直前及び直後の時価は不明である。

応用答練第１回⨋
問２【資料５】

本年中に家計費より次の支出をしている。
１．屋根の修繕費用 700,000円

これは、乙の居住用家屋の屋根が老朽化したため、台風の到来
に備えて修繕したことによるものである。

なお、この修繕により、台風による屋根の損害はなかった。
２．窓ガラス等の原状回復費用 362,000円

これは、上記の居住用家屋の一部が大型の台風によって損壊し
たため、その原状回復として支出したものである。

なお、 建物の損害額は、 保険会社により時価相当額で300,000
円と算定されており、同額の保険金の支払いを受けている。



相 続 税 法

本試験問題 TAC予想問題
〔第一問〕
問１ 相続税法では、配偶者間における相続、遺贈又は贈与による
財産の移転について各種措置が設けられている。その措置の内容
及び適用要件を説明しなさい。

的中答練第３回〔第一問〕⨋
問２ 相続又は遺贈（死因贈与を含む。）により財産を取得した配
偶者が、その取得した財産について、相続税の計算上適用を受け
ることができる優遇規定を説明するとともに、その財産を隠ぺい
又は仮装した場合の取り扱いについて簡潔に説明しなさい。

〔第二問〕
２ 被相続人甲の相続人等の状況は、次に図示するとおりである。

亡配偶者乙

被相続人甲

夫Ａ′

子Ａ

配偶者丙

亡夫丁（昭39.3.7死亡）

亡父戊
（平6.3.6死亡）

亡母己
（平10.5.2死亡）

子Ｄ

孫Ｅ

孫Ｆ

子Ｂ

妻Ｂ′

孫Ｇ

孫Ｈ

夫Ｃ′

子Ｃ

孫Ｉ

孫Ｊ

養子Ｄ

直前対策補助問題第３回⨋
２ 被相続人甲の相続人等の状況は、次に図示するとおりである。

内縁の妻

被相続人甲

Ａ

配偶者乙

先夫

父丙

母丁

孫E
長男Ｂ（39歳11月）

妻 Ｂ′

長女Ｃ

夫 Ｃ′
養子Ｅ
養子Ｄ
Ｄ

⑴ 宅地Ｋ（24㎡）及び宅地Ｋの上に建築中の建物Ｌは、配偶者丙
が取得する。
この宅地は、路線価地域（普通商業・併用住宅地区）に所在し、

その地形等は、次のとおりである。
この宅地の上には被相続人所有の建物があり、配偶者丙が営む
洋品小売業の用に供されていた（使用貸借）。しかし、その建物は、
土地の有効利用と配偶者丙の事業拡大の観点から、平成20年10月
に取り壊しており、被相続人甲は建物Ｌの建築に取り掛かってい
た。その建築中に被相続人に相続が開始したが、建物Ｌは申告期
限までに完成させるとともに、配偶者丙が従前から営んでいた洋
品小売業の用に供する見込みである。
建物Ｌの建築総額は50,000,000円であるが、相続開始時点にお
いてその40％が完成している。

宅地Ｋ

240㎡

路線価 600千円

20m

12m路線価
400千円

的中答練第２回〔第二問〕⨋
⑹ 宅地Ｌ（198㎡）は、子Ｃが取得する。
この宅地は、路線価地域（普通商業・併用住宅地区）に所在し、

その地形等は次のとおりである。なお、子Ｃは、相続税の申告期
限においてもこの宅地を所有している。

路線価 160千円

11m

18m
路線価
140千円

⑺ 建築中の家屋Ｍ（270㎡）は、子Ｃが取得する。
この家屋は、上記⑹の宅地Ｌの上に建築中のもので、その評価

に必要な資料は次のとおりである。この家屋は、被相続人甲が物
品販売業の用に供していた家屋の建て替えに係るものであるが、
相続税の申告期限までに完成し、事業を承継した子Ｃが同期限に
おいて物品販売業の用に供している。
① 完成時における予想時価 18,000,000円
② 課税時期までに投下した費用の額の合計額 12,000,000円
③ ②の金額を課税時期の価額に引き直した額 12,100,000円



⑵ 宅地Ｍ（120㎡）及び建物Ｎは、子Ｂが取得する。
この宅地は、路線価地域（普通商業・併用住宅地区）に所在し、

その地形等は次のとおりである。
この宅地の上には３階建ての建物Ｎ（各階の面積はいずれも90
㎡）があり、３階部分は被相続人甲が区分所有しており被相続人
甲及び配偶者丙の居住用として使用していたが、平成18年11月以
降は空家となっている。被相続人甲が区分所有する部分の建物の
固定資産税評価額は、15,000,000円である。
なお、１階及び２階部分はＲ社が区分所有しており、同社の事
務所として利用されている。
また、この宅地Ｍの３分の２の面積について、相当地代により

被相続人甲からＲ社に対して貸し付けられている。

宅地M

120㎡

路線価 900千円

12m

10m

応用答練第２回〔第二問〕⨋
⑤ Ｋ市Ｍ町所在の宅地ａ地及びｂ地 750㎡
この宅地は路線価地域（普通商業・併用住宅地区、借地権割合

70％、借家権割合30％）に所在し、その地形等は次のとおりであ
る。なお、この宅地は平成元年以降、下記2）①のＮ株式会社（以
下「Ｎ社」という。）に対して、相当の地代により貸し付けられ
ている。
なお、Ｎ社はａ地を同社の社屋及び工場、ｂ地を従業員の駐車

場の敷地の用に供している。

路
線
価

a地

18m

７m

16m

30m

200千円

b地

⑶宅地Ｏ（80㎡）は、子Ｃが取得する。
この宅地は、路線価地域（普通住宅地区）に所在し、その地形

等は次のとおりである。
この宅地は、月極の青空駐車場として貸し付けられており、ア

スファルトが敷設されている。
また、この宅地は、建築基準法第42条第２項の規定により、接

している道路から0.5メートル後退（セットバック） しなければ
ならないものである。

宅地O

80㎡

路線価 300千円

10m

8m

0.5m

応用答練第１回〔第二問〕⨋
① Ｊ市所在の宅地ａ地290㎡

この宅地は、路線価地域（普通商業・併用住宅地区）に所在し、
その地形等は次のとおりである。

幅員３ｍの道路に接する部分は、将来、下記④の家屋の建替え
時等に、現在の道路の境界線から0.5ｍ後退（セットバック）し
て道路敷きとして提供しなければならないことが判明している。

幅員３m
幅員
４m

幅員
５m

10m

16m

14m 15m

路線価190千円

路
線
価
160
千
円

a地

b地 c地

：将来、下記④の
家屋の建替え時
等に道路敷きと
として提供しな
ければならない
部 分（14.5m）
である。

⑷ 株式会社Ｐ社（本店所在地は兵庫県神戸市。以下「Ｐ社」とい
う。）の株式40,000株は、孫Ｅ及び孫Ｆにそれぞれ20,000株が遺贈
された。また、株式会社Ｑ社（本店所在地は東京都港区。以下「Ｑ
社」という。）の株式16,000株は、養子Ｄが取得する。

Ｐ社及びＱ社の株式は、いずれも金融商品取引所に上場されて
いる株式であり、その取引所の公表する平成21年の株価は次のと
おりである。

Ｐ社 Ｑ社
東証 大証 東証 大証

６月20日の最終価格 400円 410円 1,200円 1,150円
６月の毎日の最終価格の平均額 410円 410円 1,150円 1,100円
５月の毎日の最終価格の平均額 430円 440円 1,250円 1,200円
４月の毎日の最終価格の平均額 450円 450円 1,230円 1,240円
註 上記表中、「東証」とは東京証券取引所を、「大証」とは大阪

証券取引所を示す。

全答練〔第二問〕⨋
7 「株式会社Ｔ社（以下「Ｔ社」という。）の株式20,000株は、養

子Ｇへ遺贈する。」
この株式は、東京証券取引所の第一部及び大阪証券取引所の第

一部に上場されている株式で、その株価の状況は次のとおりであ
る。

なお、Ｔ社の本店所在地の最寄りの証券取引所は東京証券取引
所であり、孫Ｇの住所地の最寄りの証券取引所も東京証券取引所
である。また、Ｔ社の事業年度は１年で、決算期は９月である。
イ 課税時期前後の最終価格
（東京証券取引所） ４月10日：1,850円、４月11日及び４月12日 

：取引なし
４月13日：1,793円、４月14日：1,729円

（大阪証券取引所） ４月10日：1,910円、４月11日及び４月12日 
：取引なし
４月13日：1,790円、４月14日：1,700円

ロ 毎日の最終価格の月平均額
（東京証券取引所）
平成21年４月：1,730円 平成21年２月：1,710円
平成21年３月：1,712円 平成21年１月：1,750円

（大阪証券取引所）
平成21年４月：1,753円 平成21年２月：1,603円
平成21年３月：1,640円 平成21年１月：1,660円

４ 被相続人甲に係る債務は次のとおりであり、すべて配偶者丙が
負担した。
⑴ 被相続人甲が生前に購入した墓地の未払金 1,500,000円
⑵ 銀行からの借入金 6,000,000円

的中答練第１回〔第二問〕⨋
５ 被相続人甲に係る債務等は次のとおりであり、すべて配偶者乙

が負担することとした。
イ 銀行からの借入金 2,000,000円
ロ 生前に購入した墓地の未払金 1,500,000円
ハ 平成21年度固定資産税及び都市計画税 700,000円



酒 税 法

本試験問題 TAC予想問題
〔第一問〕
問１ 酒類販売業者Ａ社は酒類の卸売販売業を営んでいるが、今後

継続的に酒類の輸出を行うことを考え、酒類製造者Ｂ社が製造
している果実酒を購入のうえ輸出した。ついては．次の事実に
関し、Ｂ社がその製造場から移出した果実酒及びＡ杜がその蔵
置場から移出した果実酒について、それぞれ、酒税の免除を受
けるためにＡ社において必要な酒税法上の手続を簡潔に説明し
なさい。
⑴ 平成21年６月20日、Ｂ社は果実酒1,200本を自己の製造場
から移出し、翌日、Ａ社は1,200本を自己の酒類の蔵置場（今
回の輸出に際して新たに設置した。）に移入した。

⑵ 平成21年７月８日、Ａ社はＢ社から移入した果実酒1,200本
を保税地域経由で輸出するために酒類の蔵置場から移出し
た。なお、保税地域に搬入するまでに果実酒20本が交通事
故により亡失したため、翌日、Ａ社は1,180本を輸出した。

ファイナルチェック第２回〔第一問〕⨋
甲（法人）は、Ａ製造場において、ブランデー及び甘味果実酒の

製造免許を受けるとともに、酒税法第47条第１項に規定する製造方
法の申告を適法に行っている。
甲は、他の酒類製造者が製造し課税移出したブランデー2,500本

を仕入れＡ製造場に移入した。
甲は、移入したブランデー2,500本のうち、2,000本を甲の商標を

付して、商品Ｂとして、輸出する目的でＡ製造場から移出したが輸
送途中で300本が災害に遭い亡失した。
また、500本については、申告した製造方法に従い商品Ｃ（甘味
果実酒）の原料として使用し貯蔵した。
ついては、上記事例における税額控除及び免税規定に関する酒税

法上の取扱いをそれぞれ区分して説明しなさい。

〔第二問〕
【資料】〔表１〕
商品名 原料及び製造方法等

Ａ

グレープフルーツ2,000㎏（含有する糖類の重量160㎏）、
ぶどう糖160㎏及び水を原料として発酵させた酒類990ℓ
（アルコール分14度、エキス分４度）に、オレンジ2,000㎏、
果糖100㎏及び水を原料として発酵させた酒類を単式蒸留
機により蒸留した酒類210ℓ（留出時のアルコール分65度、
エキス分0.1度）を混和して水を加えた酒類1,250ℓ（アル
コール分22度、エキス分３度）

Ｂ

麦芽2,200㎏、米500㎏、大麦330㎏、とうもろこし160㎏、
ホップ50㎏、カフェイン（苦味料）30㎏、カラメル（着色
料）30㎏及び水を原料として発酵させた発泡性を有する酒
類10,000ℓ（アルコール分６度、エキス分４度）

Ｃ

りんご濃縮果汁540ℓ及び水を原料として発酵させた酒類
1,100ℓ（アルコール分18度、エキス分6度）にりんご果汁
（香味料）130ℓを加えた酒類1,230ℓ（アルコール分16度、
エキス分6.5度）

Ｄ

米1,620㎏、米こうじ500㎏（こうじ米420㎏）、清酒かす
270㎏、乳酸（有機酸）10㎏、原料用アルコール900ℓ（ア
ルコール分95度、比重0.8161）及び水を原料として発酵さ
せて、こした酒類4,700ℓ（アルコール分15度、エキス分
７度）に、酒類保存のため、乳酸10㎏を混和した酒類4,705
ℓ（アルコール分15度、エキス分７度）

Ｅ

麦芽750㎏、麦930㎏、でんぷん800㎏（含有される水分の
重量が100分の25のもの）、糖類700㎏（含有される水分の
重量が100分の15のもの）、ホップ50㎏及び水を原料として
発酵させた発泡性を有する酒類10,000ℓ（アルコール分６
度、エキス分５度）

Ｆ

レモン果汁12,000ℓ及び水を原料として発酵させたアルコ
ール含有物を単式蒸留機により蒸留した酒類900ℓ（留出
時のアルコール分60度、エキス分0.2度）にレモン色素10㎏、
果糖20㎏及び水を加え、香味を付ける目的でレモンの皮を
浸してその成分を浸出させた酒類1,350ℓ（アルコール分
40度、エキス分1.7度）

全答練〔第二問〕８⨋
ぶどう果汁（含有する糖類の重量50㎏）及び水を原料として発酵

させた酒類800ℓ（アルコール分16度、エキス分８度）に、ぶどう
果汁（含有する糖類の重量50㎏）、ぶどう糖50㎏及び水を原料とし
て発酵させたアルコール含有物を連続式蒸留機により蒸留（留出時
のアルコール分95度）して水を加えた酒類20ℓ（アルコール分40度、
エキス分0.2度）、砂糖25㎏及び水を加えた酒類2,000ℓ（アルコール
分6.8度、エキス分５度、重量2,000㎏）

的中答練第２回〔第二問〕５⨋
麦芽800㎏、ホップ10㎏、大麦200㎏、米100㎏、着色料５㎏及び
水を原料として発酵させた酒類（アルコール分６度、エキス分８度）

的中答練第１回〔第二問〕１⨋
ぶどう果汁を発酵させた酒類（アルコール分15.0度、エキス分6.0

度）に、香味料及び水を加えた酒類（アルコール分13.0度、エキス
分5.6度）

基礎答練第１回〔第二問〕５⨋
米（700㎏）、米こうじ（180㎏（こうじ米145㎏））、清酒かす（100
㎏）及びアルコール400ℓ〈アルコール分95度、エキス分0.1度、比
重0.8161〉に、水を加えて発酵させてこした酒類〈アルコール分
16.5度、エキス分５度〉

基礎答練第２回〔第二問〕８⨋
麦芽1,000㎏、ホップエキス15㎏、小麦300㎏、でんぷん200㎏、

カラメル５㎏及び水を原料として発酵させた酒類（アルコール分15
度、エキス分７度、発泡性あり）

ファイナルチェック第１回〔第二問〕５⨋
果実酒及び果実酒かすを連続式蒸留機により蒸留（留出時のアル

コール分90度）した酒類（アルコール分90度、エキス分0.3度）に
香味料、ぶどう糖、カラメル及び水を加えた酒類（アルコール分40
度、エキス分２度）

問１及び３ 平成21年６月及び同年７月中に発生した事実に関し、
酒類製造者甲社が行わなければならない酒税法上の手続（酒税納
税申告及び【資料】に記載があるものを除く。）について、簡潔
に説明しなさい。
平成21年６月19日、従業員の不注意により商品Cの製造過程の

もろみ600ℓが腐敗している。

ファイナルチェック第１回〔第一問〕問２⨋
酒母又はもろみの製造者が酒母又はもろみを処分し、又はその製

造場から移出しようとするときは、その製造場の所在地の所轄税務
署長の承認を受けなければならないこととされているが、所轄税務
署長の承認を要さないで、処分又は移出することができる場合を列
挙するとともに、製造場にある酒母又はもろみが腐敗したときの酒
税の納税義務及び必要な手続について述べなさい。

７ 商品Cについては、平成21年６月中に酒類販売業者に移出した
もののうち480本（容器の容量360㎖）が酒類販売業者から返品を
受け、同年７月中に製造場に持ち込まれた。なお、返品されたも
のは同年８月中に再び移出されている。

基礎答練第１回〔第三問〕２（4）⨋
商品Ｄについては、平成21年５月中に酒類販売業者に課税移出さ
れたもののうち、平成21年６月２日に300本（容器の容量350㎖）が
酒類販売業者から返品され、製造場内に持ち込まれた。
なお、返品されたものは、平成21年７月中に再び課税移出されて
いる。

８ 商品Dについては、平成21年７月中に酒税法第53条《当該職員
の権限》第２項の規定に基づき10本（容器の容量180㎖）が採取
され、製造場から持ち出されている。

ファイナルチェック第２回〔第三問〕２（5）⨋
商品Fについては、酒類製造者である乙株式会社の製造場から課
税移出されたものを大阪製造場に移入し、甲社の商標を付して販売
しているものであるが、別表のほか、平成21年６月８日に酒税法第
53条第２項《当該職員の権限》の規定により10本（容器の容量350㎖）
が採取されている。



12 商品Ｊは、平成21年７月３日に商品Ｆに水を加えてアルコール
分9.5度としたものである。
なお、商品Ｊの新発売に際して、甲社は製造場見学者に対して
平成21年７月中に製造場内で、商品Ｆ857本（容器の容量50㎖）
と商品Ｊ857本（容器の容量50㎖）を飲用させるとともに、土産
用として商品Ｊ200本（容器の容量350㎖）を無料で配布している
が、表２には含まれていない。

全答練〔第三問〕４⨋
甲株式会社は、平成21年10月中に製造場見学者に対して、製造場

内で商品Ｃ567本（容器の容量720㎖）を無料で試飲させるとともに、
お土産用として商品Ｆ322本（容器の容量633㎖）を無料で配付して
いるが、３の表には含まれていない。

13 商品Ｋは、平成21年１月31日に外国から輸入した単式蒸留しょ
うちゅう（アルコール分30度）で、製造場に同年２月２日に移入
した2,000ケース（１ケース当たり６本入りで容器の容量1,800㎖）
の一部を同年７月22日に酒類販売業者に移出したものである。

的中答練第１回〔第三問〕３⨋
〔別表１〕及び〔別表２〕のほか、商品Ｉ（ウイスキー、アルコ
ール分32.5度）について、酒類販売業者が保税地域から引き取った
酒類を購入し、平成21年９月18日に東京製造場に移入した580本（容
器の容量720㎖）のうち、平成21年９月27日に288本移出したものが
ある。



消 費 税 法

本試験問題 TAC予想問題
〔第一問〕 ―50―
問１ 事業者が、売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額

の控除に関して、次の点について簡潔に述べなさい。
⑴ 「売上げに係る対価の返還等をした場合」の意義
⑵ 売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の控除要
件

⑶ 相続、合併又は分割があった場合の取扱い

基礎答練第２回〔第一問〕問１⨋
〔第一問〕―50点―
問１ 消費税法第37条（（中小事業者の仕入れに係る消費税額の
控除の特例（簡易課税制度）））の適用を受けている課税事業
者がその納付すべき消費税額の算出にあたり、課税標準額に
対する消費税額から控除されるべき税額のうち、帳簿の保存
を要件として適用される規定について述べなさい。

問２ 次の⑴から⑸の場合について、事業者が提出すべき消費税の
届出書（⑸については併せてその前提となる手続）及びその提
出時期について、その理由を示して簡潔に述べなさい。
なお、課税売上高の金額は、特段の断りのない限り、国内に

おける課税資産の譲渡等に係るもの（免税取引に係るものはな
い。）であり、消費税及び地方消費税（税率は合わせて５％）
に相当する金額を含むものとし、いずれの場合も「消費税課税
期間特例選択・変更届出書」（消費税法第19条第１項第３号から
第４号の２まで（課税期間）に規定する届出書をいう。）は提
出されていないものとする。
また、問題文中の各種届出書は、それぞれ次のものをいうも
のとする。
① 「消費税課税事業者選択届出書」
消費税法第９条第４項（小規模事業者に係る納税義務の免除）
に規定する届出書
② 「消費税課税事業者届出書」
消費税法第57条第１項第１号（小規模事業者の納税義務の免
除が適用されなくなった場合等の届出）に規定する届出書
③ 「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」
消費税法第57条第１項第２号（小規模事業者の納税義務の免
除が適用されなくなった場合等の届出）に規定する届出書
④ 「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」
消費税法第57条第２項（小規模事業者の納税義務の免除が適
用されなくなった場合等の届出）に規定する届出書
⑤ 「消費税簡易課税制度選択届出書」
消費税法第37条第１項（中小事業者の仕入れに係る消費税額

の控除の特例）に規定する届出書
⑴ 翌課税期間（平成22年１月１日から12月31日まで）に設備投
資を予定している個人事業者Ａ（平成８年から事業を開始し、
継続して事業を行っている。）が、翌課税期間に係る申告で仕
入れに係る消費税額の控除不足額の還付を受けようとする場
合。
なお、Ａは、平成９年５月に「消費税課税事業者届出書」及
び「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出し、平成10年分（平
成10年１月１日から12月31日まで）から課税事業者となり、消
費税の仕入控除税額の計算について簡易課税制度（消費税法第
37条第１項（中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例）
に規定する方法をいう。以下同じ。）により継続して申告を行
ってきたが、平成18年分（平成18年１月１日から12月31日まで）
の課税売上高が945万円であったことから、「消費税の納税義務
者でなくなった旨の届出書」（この届出の適用開始課税期間は
平成20年１月１日から12月31日まで）を平成19年３月に提出し
ており、これら以外に消費税に関する届出書を提出したことは
ない。
また、Ａの平成19年分（平成19年１月１日から12月31日まで）
の課税売上高は966万円、平成20年分（平成20年１月１日から
12月31日まで）の課税売上高は882万円であり、このほかに消
費税に関して特筆すべき事情はない。

⑵ 相続により被相続人Ｃの事業を承認した相続人である個人事
業者Ｂが、当課税期間（平成21年１月１日から12月31日まで）
に係る申告で仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付を受け
ようとする場合。
なお、相続があった日は平成21年２月28日であり、Ｂは「消

費税課税事業者選択届出書」を提出していないが、Ｃは平成20
年11月に「消費税課税事業者選択届出書」（この届出の適用開
始課税期間は平成21年１月１日から12月31日まで）を提出して
いる。
また、Ｂ及びＣともに事業を開始してから課税事業者になっ
たことはなく、前々課税期間（平成19年１月１日から12月31日
まで）における課税売上高は、Ｂが399万円、Ｃが546万円であ
り、このほかに消費税に関して特筆すべき事情はない。
⑶ 設立２期目の法人Ｄ社（事業年度は５月１日から翌年４月30
日まで）が、翌課税期間（平成22年５月１日から平成23年４月
30日まで）に係る申告で仕入れに係る消費税額の控除不足額の
還付を受けようとする場合。

全答練〔第一問〕⨋
問２ 次のそれぞれの場合に提出すべき消費税の届出書（③及び

⑤については併せてその前提となる申請書）及びそれぞれの
現況における提出時期について、法令の根拠を示して簡潔に
述べなさい。なお、提出に制限のある届出書については、当
該制限についても触れることとし、税務署長による承認又は
却下の手続きに関する処分については、解答しなくてよい。
また、課税売上高、売上げに係る対価の返還等の金額等は、

国内における課税資産の譲渡等に係るもの（免税取引に係る
ものはない。）であり、消費税及び地方消費税（税率は合わ
せて５％）に相当する金額を含むものとする。
各事業者はいずれも、消費税第19条第１項第３号から第４
号の２に規定する「消費税課税期間特例選択・変更届出書」
は提出していない。また、「消費税課税事業者選択届出書」
とは、消費税法第９条第４項に規定する届出書をいい、「消
費税簡易課税制度選択届出書」とは、同法第37条第１項に規
定する届出書をいうものとする。
① 「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している法人
Ａ社（事業年度は４月１日から翌年３月31日までである。）
が、翌課税期間（平成22年４月１日から翌年３月31日まで）
に多額の設備投資を予定しており、仕入れに係る消費税額
の控除不足額の還付を受けようとする場合。
なお、Ａ社の前々課税期間（納税義務は免除されていな

い。）の課税売上高は53,571千円であり、当課税期間にお
ける控除対象仕入税額の計算については、消費税法第30条
第１項（仕入れに係る消費税額の控除）に規定する方法に
よっている。また、前課税期間（納税義務は免除されてい
ない。）の課税売上高は50,148千円、当課税期間の課税売
上高は55,650千円であり、「消費税簡易課税制度選択届出
書」は平成17年３月に提出している。

② 法人Ｂ社（事業年度は４月１日から翌年３月31日までで
ある。）が、翌課税期間（平成22年４月１日から翌年３月
31日まで）から簡易課税制度の規定の適用を受けようとす
る場合。
Ｂ社は、法人Ｃ社（事業年度は４月１日から翌年３月31
日までである。）と平成22年５月１日にＢ社を存続法人と
する合併を予定しているが、社名はＣ社とすることとして
いる。
Ｂ社は平成21年６月に「消費税課税事業者届出書（消費

税法第57条第１項第１号に規定する届出書をいう。）」を提
出しているのみであるが、Ｃ社は平成16年３月に「消費税
簡易課税制度選択届出書」を提出している。また、Ｂ社は
消費税創設以来当課税期間まで消費税の納税義務が免除さ
れているが、Ｃ社は平成16年４月以降消費税の納税義務は
免除されていない。なお、前課税期間における課税売上高
は、Ｂ社が10,290千円、Ｃ社が34,020千円である。

③ 喫茶店を営む個人事業者Ｄ（以下「Ｄ」という。）が、
前課税期間（平成20年１月１日から同年12月31日まで）に
ついて仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付を受けよ
うとする場合。
サラリーマンであったＤは、Ｄの父Ｅ（以下「Ｅ」とい

う。）が平成20年12月15日に急逝したことに伴い、新たに
Ｅの営んでいた喫茶店の事業を相続により承継した後、Ｅ
が特注していた設備の引渡しを平成20年12月25日に受けて
いるが、Ｅの相続の伴う手続きのため、前課税期間におい
て必要な届出書を提出することができず、既に平成21年１
月10日となった。
なお、Ｅは平成19年12月１日に「消費税課税事業者選択

届出書」を提出し、平成20年分の消費税について控除不足
還付税額の還付を受ける予定であった。また、Ｅの平成18
年（納税義務は免除されている。）の課税売上高は9,476千
円、平成19年（納税義務は免除されている。）の課税売上
高は10,230千円であった。

④ 休眠状態にあったＦ社（事業年度は５月１日から翌年４
月30日までである。）が、当課税期間（平成21年５月１日
から翌年４月30日まで）において事業を再開し、仕入れに
係る消費税額の控除不足額の還付を受けようする場合。



なお、Ｄ社は、平成20年５月１日に資本金の額5,000万円で設
立された法人であり、設立後速やかに「消費税の新設法人に該
当する旨の届出書」を提出したが、これ以外に消費税に関する
届出書を提出したことはない。

また、Ｄ社の設立１期目の課税期間（平成20年５月１日から
平成21年４月30日まで） の課税売上高は1,029万円であり、 こ
のほかに消費税に関して特筆すべき事情はない。

⑷ 吸収合併により事業を承継する予定の法人Ｅ社（事業年度は
４月１日から翌年３月31日まで）が、翌課税期間（平成22年４
月１日から平成23年３月31日まで）に係る申告で消費税の仕入
控除税額の計算について簡易課税制度を適用しようとする場
合。

なお、Ｅ社は、平成22年４月１日に法人Ｆ社（事業年度は４
月１日から翌年３月31日まで）を吸収合併する予定である。

また、Ｅ社は「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出して
いないが、Ｆ社は平成９年３月に「消費税簡易課税制度選択届
出書」を届出している。Ｅ社、Ｆ社とも消費税創設以来継続し
て課税事業者となっており、前課税期間（平成20年４月１日か
ら平成21年３月31日まで）における課税売上高は、Ｅ社が2,625
万円、 Ｆ社が4,410万円であり、 このほかに消費税に関して特
筆すべき事情はない。

⑸ 消費税の仕入控除税額の計算について簡易課税制度を適用し
ていた法人Ｇ社（事業年度は４月１日から翌年３月31日まで）
が、平成21年５月22日に発生した地震により工場が損壊し、緊
急な設備投資等を行う必要が生じたため、当課税期間（平成21
年４月１日から平成22年３月31日まで）において本則課税（消
費税法第30条第１項（仕入れに係る消費税額の控除）に規定す
る方法をいう。）に変更しようとする場合。

なお、Ｇ社は平成20年３月に「消費税簡易課税制度選択届出
書」を提出して、前課税期間（平成20年４月１日から平成21年
３月31日まで）から消費税の仕入控除税額の計算について簡易
課税制度を適用していた。

また、Ｇ社の前々課税期間（平成19年４月１日から平成20年
３月31日までであり、納税義務は免除されていない。）の課税
売上高は5,040万円であり、 このほかに消費税に関して特筆す
べき事情はない。

註 解答は答案用紙の指定された枠内に記入すること。なお、解
答枠は書き損じ等も考慮して十分にスペースを設けている。

Ｆ社は、 平成12年に資本金1,000万円で設立された法人
であるが、平成18年８月から事業活動を休止していた。当
課税期間の１月より、事業を再開したことに伴い、内装工
事及び必要な課税仕入れを行ったため、当課税期間におい
ては、控除不足還付税額が生ずる見込みである。

⑤ 「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している法人
Ｇ社（事業年度は６月１日から翌年５月31日までである。）
が、当課税期間（平成21年６月１日から翌年５月31日まで）
に仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付を受けようす
る場合。

Ｇ社は、平成20年５月20日に「消費税簡易課税制度選択
届出書」を提出しているが、当課税期間の９月に台風によ
る風水害のため、Ｇ社の本社及び工場が甚大な被害を受け
た。なお、同月中に被害はやんでいる。Ｇ社では、被害に
伴う復旧作業に当たり、多額の修繕費及び工場費用が生ず
るため、できれば当課税期間において消費税の還付を受け
たいと考えている。

Ｇ社の前々課税期間（納税義務は免除されていない。）
の課税売上高は52,689千円であり、前々課税期間中の当該
課税売上高に係る対価の返還等の金額は210,000円であっ
た。

（35点）
註 解答は答案用紙の指示に従い、指定された枠内に記入す

ること。なお、提出時期については具体的な年月日を答え
る必要はない。

また、上記の場合以外に消費税に関し特筆すべき事情は
ない。

〔第二問〕 ―50点―
【資料】
２ 甲社の前事業年度に係る消費税額（当課税期間における中間申

告により納付すべき消費税額の計算の基礎となる消費税額）1,000,000
円は、確定申告（期限内申告）により確定したものであり、これ
に基づいて当課税期間の中間申告を行っている。

基礎答練第２回⨋
２ 甲社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの前課税期

間（事業年度）に係る消費税額（当課税期間における中間申告に
より納付すべき消費税額の計算の基礎となる消費税額）3,085,000
円は、確定申告（期限内申告）により確定したものであり、これ
に基づいて当課税期間の中間申告を行っている。

４ ⑵ 「修理売上高」には、国外へ輸出した車両に対して、国外
の修理業者に委託して修理を行ったものが2,854,330円含まれ
ており、 その他の38,908,150円（仮受消費税等1,945,307円）
はすべて国内で行った修理に係るものである。

基礎答練第２回⨋
③ 自転車修理売上高 8,233,500円

上記金額の内訳は、次のとおりである。
イ 有償修理高 7,383,500円

店舗において自転車の修理を有償で負ったことにより収受
したものである。

ロ Ａ社製造の自転車の修理に係る役務の提供の対価 
850,000円

Ａ社から輸入した自転車についてはＡ社の保証書が発行さ
れており、国内の消費者に販売した後１年以内に通常の用途
で故障した場合には、Ａ社の負担で修理が受けられることと
されているが、Ａ社は国内に支店等を有していないことから、
その修理を甲社に委託している。上記金額は、この修理の対
価を甲社がＡ社から収受したものである。

４ ⑷ 「売上値引戻り品」の内訳は、次のとおりである。
① 外国への輸出販売に係る値引き 767,120円
② 外国への輸出販売に係る車両で受注ミスにより誤って輸出

し、国内に返品されたものが含まれており、その内訳は次の
とおりである。
イ その返品に係る車両販売代金 1,200,000円
ロ その返品車両の引取りに要した国外までの輸送費 

 813,500円
なお、この返品車両の引取りについては、輸出許可の際

の性質及び形状が変わっていないものの輸入として、関税
定率法第14条第10号（無条件免税）及び輸入品に対する内
国消費税の徴収等に関する法律第13条第１項第１号（免税
等）の規定により消費税等は免除されている。

③ 国内で販売した車両の返品 1,020,174円（仮受消費税等
51,000円）

基礎答練第１回⨋
⑵ 「売上値引及び戻り高」の内訳は、次のとおりである。なお、

甲社は、売上げの値引きにつき、すべて「売上値引及び戻り高」
勘定で処理している。
① 国内における売上高（上記⑴③参照）に係るベビー用品の

返品に係るもの 2,694,500円
② 輸出売上高（上記⑴②参照）に係る玩具の返品に係るもの
（Ｓ社に対するものである。） 1,154,800円



固 定 資 産 税

本試験問題 TAC予想問題
〔第一問〕

1．固定資産税の徴収に関する以下の事項について、その内容の説
明をしなさい。
⑴ 普通徴収

① 普通徴収の方法
② 納税通知書及び課税明細書の記載事項及び交付方法

⑵ 仮徴収
① 仮徴収の方法
② 徴収税額の精算方法
③ 仮徴収の納税通知書の記載事項及び交付方法
④ 仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出
⑤ 道府県が課する場合の仮徴収の方法

的中①〔第一問〕２⨋
２．償却資産に対して市町村が課する固定資産税の賦課・徴収に関

して、下記の用語をすべて用いて説明しなさい。
納期、普通徴収、仮算定税額、本算定税額、仮徴収に係る納税

通知書の交付、修正の申出、当該年度の見積額、……（以下省略）

〔第二問〕
１ 次に掲げる償却資産（工場Ａ～Ｆ）に係る平成21年度分の課税

標準額を、甲県課税分、乙市課税分及び丙町課税分に分けて、そ
れぞれ計算過程を明らかにした上で算出しなさい。なお、税率は
標準税率によるものとし、免税点は地方税法第351条本文の免税
点によるものとする。

【工場Ａ】 甲県乙市に建設され、平成19年10月１日に稼働開始
 平成21年１月１日現在の評価額は3,940,000千円
 平成20年度に課税定額を超過

【工場Ｂ】 甲県乙市に建設され、平成15年４月１日に稼働開始
 平成21年１月１日現在の評価額は86,000,000千円
 平成20年度に課税定額を超過

【工場Ｃ】 甲県乙市に建設され、平成16年12月１日に稼働開始
 平成21年１月１日現在の評価額は78,000,000千円
 平成17年度に課税定額を超過

【工場Ｄ】 甲県乙市に建設され、平成17年８月１日に稼働開始
 平成21年１月１日現在の評価額は95,000,000千円
 平成18年度に課税定額を超過

【工場Ｅ】 甲県乙市に建設され、平成16年９月１日に稼働開始
 平成21年１月１日現在の評価額は67,000,000千円
 平成17年度に課税定額を超過

【工場Ｆ】 甲県乙市に建設され、平成14年10月１日に稼働開始
 平成21年１月１日現在の評価額は55,000,000千円
 平成15年度に課税定額を超過

⑴ 官報に公示された最近の人口は、乙市60,000人、丙町25,000人、
丁町5,000人である。

⑵ 平成20年10月１日に丁町は丙町に編入合併されており、地方
自治法施行令第177条第１項の規定により甲県知事が告示した
人口は、29,900人である。

⑶ 平成20年度の地方交付税の算定の基礎となった基準財政収入
額は、乙市14,400,000千円、丙町9,900,000千円、丁町5,9000,000
千円である。

⑷ 平成20年度の地方交付税の算定の基礎となった基準財政需要
額は、乙市7,560,000千円、丙町5,000,000千円、丁町3,000,000千
円である。

⑸ ⑶の基準財政収入額に算入された大規模償却資産に係る固定
資産の収入見込額は、乙市2,403,981千円、丙町2,270,000千円、
丁目778,300千円である。

註 課税定額とは、 地方税法第349条の４第１項の規定により、
市町村の区分に応じて定められる金額をいう。

応用②〔第二問〕２⨋
２．次の資料に掲げる償却資産に係る平成21年度分の課税標準額を

Ａ県課税分、Ｂ市課税分、Ｃ町課税分に分けてそれぞれ計算過程
を示して算出しなさい。

【資料】
⑴ Ａ県Ｂ市の償却資産等の状況は次のとおりである。

① 人口 ７万人
② 平成20年度の地方交付税の算定の基礎 

となった基準財政収入額 16,000,000千円
③ 平成20年度の地方交付税の算定の基礎 

となった基準財政需要額 9,000,000千円
④ ②の基準財政収入額に算入された大規模の 

償却資産に係る固定資産税の収入見込額 2,671,090千円
⑤ 償却資産に係る平成21年度分の課税標準額等

ｉ）Ｘ会社ｘ１工場
・平成18年８月１日建設
・平成19年度に課税定額※を超過
・平成21年１月１日現在の価額 75,000,000千円
※ 課税定額とは、 地方税法第349条の４第１項の規定によ

り、市町村の区分に応じて定められる金額をいう。以下同
じ。

ⅱ）Ｘ会社ｘ２橋梁
・平成18年２月１日建設
・平成19年度に課税定額を超過
・平成21年１月１日現在の価額 57,200,000千円

ⅲ）Ｘ会社ｘ３工場
・平成18年４月１日建設
・平成19年度に課税定額を超過
・平成21年１月１日現在の価額 45,000,000千円

⑵ Ａ県Ｃ町の償却資産等の状況は次のとおりである。
① 人口 2万1,000人
② 平成20年度の地方交付税の算定の基礎 

となった基準財政収入額 8,500,000千円
③ 平成20年度の地方交付税の算定の基礎 

となった基準財政需要額 5,800,000千円
④ ②の基準財政収入額に算定された大規模の 

償却資産に係る固定資産税の収入見込額 1,500,000千円
⑤ 償却資産に係る平成21年度分の課税標準額等

ｉ）Ｙ会社ｙ１発電所
・平成15年４月１日建設
・平成16年度に課税定額を超過
・平成21年１月１日現在の価額 300,000,000千円

ⅱ）Ｙ会社ｙ２発電所
・平成16年10月１日建設
・平成17年度に課税定額を超過
・平成21年１月１日現在の価額 200,000,000千円



２．次に掲げる土地Ｘ及び家屋Ｙに係るＡ～Ｉに対して課される平
成21年度分の固定資産税額を、それぞれ計算過程を明らかにした
上で算出しなさい。なお、税率は標準税率によるものとし、免税
点は地方税法第351条本文の免税点によるものとする。

【土地】
① 土地Ｘは甲市に所在し、Ａが所有している。地目は平成20年
１月１日現在山林であったが、平成20年４月１日現在宅地造成
が行われ、2,000㎡の宅地となったものである。

② 土地Ｘは、平成20年10月１日現在、家屋Ｙが建設され、平成
20年中に入居は完了し、所要の登記も行われた。
③ 土地Ｘの平成20年度の価格は6,800,000円、平成20年度分の課
税標準額は4,100,000円、平成21年度の価格は82,000,000円、土
地Ｘの類似土地に係る平成20年度の価格に比準する価格は
85,000,000円である。
④ 甲市長は、土地Ｘの類似土地として土地Ｘ'を選定した。土
地Ｘ'は2,400㎡の非住宅用宅地であり、平成20年度の課税標準
額は63,240,000円、平成21年度の価格は98,400,000円である。
⑤ 甲市において固定資産税を課された土地のうち、小規模住宅
用地、一般住宅用地及び非住宅用宅地等のそれぞれの価格及び
課税標準額（地方税法第349条の３の２の住宅用地の特例を適
用した後のもので、他の課税標準の特例の適用がある場合には
当該規定に定める率で割り戻したものとする。）の総額は次の
とおりである。

価格の総額
小規模住宅用地 一般住宅用地 非住宅用地等

平成20年度 1,800億円 450億円 1,200億円
平成21年度 1,820億円 460億円 1,220億円

課税標準額の総額
小規模住宅用地 一般住宅用地 非住宅用地等

平成20年度 252億円 120億円 780億円
平成21年度 256億円 125億円 785億円

〔第二問〕－50点－
１．次に掲げる甲、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ及びＦに対してＮ市が課す
る平成21年度分の固定資産税額を、それぞれ計算過程を明らかに
した上で算出しなさい。税率は標準税率によるものとし、免税点
は地方税法第351条本文の免税点によるものとする。

⑴ 土地
① 甲はＮ市に土地Ｘを所有し、登記している。地目は平成20年
１月１日現在雑種地であったが、平成20年３月１日現在宅地造
成が行われ、1,000㎡の宅地となったものである。

② 土地Ｘには、平成20年10月１日現在、次の2）に掲げる家屋
が建設され、平成20年中に入居は完了し、所要の登記も行われ
た。

③ 価格、課税標準額の状況は次のとおりである。
平成20年度
平成20年度の価格 76,000,000円
平成20年度課税標準額 53,200,000円
平成21年度
平成21年度の価格 5120,000,000円

④ Ｎ市長は、土地Ｘの類似土地として次の土地Ｙ（宅地）を選
定し、土地Ｘに係る比準課税標準額として当該土地のデータを
用いることとした（価格の補正等は行わない。）。
土地Ｙの状況
地積 1,200㎡
用途 小規模住宅用地 900㎡ 商業地 300㎡
平成19年度
平成19年度の価格 90,000,000円
平成19年度分の土地Ｙに係る住宅用地 
据置固定資産税額の算定の基礎となる 
課税標準となるべき額 11,000,000円
平成19年度分の土地Ｙに係る商業地等 
調整固定資産税額の算定の基礎となる 
課税標準となるべき額 15,750,000円

平成20年度
平成20年度の価格 80,000,000円

平成21年度
平成21年度の価格 140,000,000円

【家屋】
① 土地Ｘの上の家屋Ｙは、主要構造部を耐火構造とした５階建
てであり、下図のとおり独立した９区画及び共有部分から構成
されている。
② Ａの部分はＡが、Ｂの部分はＢが、Ｃの部分はＣが、Ｄの部
分はＤが、Ｅの部分はＥが、Ｇの部分はＧが所有しており、そ
れぞれ居住の用に供されている。
③ Ｆの部分はＦが、Ｉの部分はＩが所有しており、それぞれ店
舗の用に供されている。
④ Ｈの部分はＨが所有しており、事務所の用に供されている。
⑤ 共有部分（200㎡）は区分所有者全員の共用に供されている。
⑥ 独立した区画は天井の高さ、附帯設備の程度等に差はない。
⑦ 家屋Ｙの平成21年度の価格は150,000,000円である。

共 用
部 分
200㎡

Ａ 居住用
  300㎡

Ｂ 居住用
  200㎡

Ｆ 店 舗
  200㎡

Ｈ 事務所
  200㎡

Ｇ 居住用
  250㎡

Ｄ 居住用
  200㎡

Ｃ 居住用
  200㎡

Ｅ 居住用
  200㎡

Ｉ 店 舗
  250㎡

⑵ 家屋
① 土地Ｘを敷地とした家屋は、主要構造部を耐火構造とした５
階建てであり、下図のとおりの建物である。なお、下図のＡの
部分はＡが、Ｂ１、Ｂ２の部分はＢが、Ｃの部分はＣとＦ（共
有）が、Ｄの部分はＤが、Ｅの部分はＥがそれぞれ所有してい
る。

② この家屋の家屋課税台帳に登録された当該家屋の平成21年度
分の価格は200,000千円である。

③ 共用部分（160㎡）は区分所有者全員の共用に供されている。
④ 独立した区画には天井の高さ、附帯設備の程度等に差はない。

…

Ｅ 居住用

100㎡

Ｄ 居住用

100㎡

Ｃ（Ｃ１）
居住用
80㎡

Ｂ （Ｂ１）
 居住用
 150㎡

（Ｂ２）
店舗用
50㎡

Ａ 店舗用 200㎡

土地Ｘ 1,000㎡

（Ｃ２）
事務所用
120㎡

160㎡

共

用

部

分



事 業 税

本試験問題 TAC予想問題
〔第一問〕─50点─

問１ 事業税における事務所又は事業所について説明しなさい。
実力テスト⨋
テキスト№１ 第４回⨋

〔第二問〕
問１．事業税における「事務所又は事業所」の意義を90字以内で記

しなさい。

〔第一問〕
問２ 資本割の課税標準の算定について説明しなさい。

応用答練 第１回⨋
〔第一問〕
設問１．資本割の課税標準に係る総額の算定方式について説明しな

さい。

〔第二問〕─20点─
甲税理士は、不動産貸付業を営む乙氏から、個人の事業税につい

て相談を受けた。乙氏は平成21年６月にＡ県の事務所を閉鎖して事
業を廃止することとしたものである。

乙氏の平成20年及び平成21年の所得に対する個人の事業税の申告
についてどのように説明すべきか述べなさい。

なお、課税標準及び税額の計算については説明を要しない。

的中答練 第２回⨋
〔第一問〕

次の事項について説明しなさい。
（設問２）個人事業税における賦課、徴収及び申告

〔第三問〕─30点─
Ｘ株式会社（以下「Ｘ社」という。）は、Ｂ県、Ｃ県及びＤ県に

おいてガス供給業及び小売業を営む法人である。
次の【資料】に基づき、Ｘ社の第52期事業年度に係る事業税額に

ついて、各県に納付すべき事業税額を、それぞれ計算過程を明らか
にして求めなさい。

【資料】
１ Ｘ社の第52期事業年度は平成20年４月１日から平成21年３月

31日である。
２ Ｘ社の資本金及び資本金等の額は、以下のとおりである。

資本金 1,500,000千円
資本金等の額 2,290,000千円

３ Ｘ社の第52期事業年度における事業部門別収入金額について
は、以下のとおりである。
ガス供給業に係る収入金額

① ガス売上収入 7,960,490千円
② ガス供給雑収入 658,230千円
③ 受取配当 4,150千円
④ 土地売却益 210,450千円

小売業に係る収入金額
① 営業収入 2,278,210千円
② 受取配当 1,320千円

的中答練 第２回⨋
〔第二問〕

Ｘ株式会社（以下、「Ｘ社」という。）は、Ａ県、Ｂ県及びＣ県
においてガス供給施設を設けて導管によるガス供給業（以下「ガ
ス供給業」という。）を行っている。また上記各県及びＹ国に営
業所を設けて給湯器等の販売業（以下「物品販売業」 という。）
並びにＡ県及びＢ県において林業を行っている。なお、それぞれ
の事業は、独立した部門として区分経理を行っている。

次の〈資料〉により、Ｘ社の第18期事業年度における各県の事
業税額を算出過程を明らかにして求めなさい。

〈資料〉
１．第18期事業年度終了の現在の資本金等の額は86億円５千万

円であり、このうち資本金の額は、81億円６千万円である。
２．第18期事業年度 平成20年４月１日から平成21年３月31

日まで
３．部門別収入金額等

⑴ ガス供給業収入金額 9,235,562,000円
⑵ 物品販売業収入金額 728,396,000円
⑶ 林業収入金額 201,449,000円

４．所得金額 858,765,000円 
 （法人税別表四総計欄の金額）

⑴ ガス供給業 722,973,000円
⑵ 物品販売業 128,542,000円
⑶ 林業 7,250,000円



８ Ｘ社の事業部門別の事務所又は事業所（以下「事務所等」とい
う。）の概況は以下のとおりである。

事業
部門 所在地 従業者数 人件費関係 利息関係 賃貸

借関係 その他

ガス
供給業

B県 162人
※1

給与・賞与等
※１

752,840千円
法定福利費

151,190千円
企業年金掛金

8,480千円

借入金利息
2,380千円

預金利息
560千円

自社ビルの
一部賃貸料

54,300千円
土地賃借料

13,400千円

※１ 従業者のうち
10名はZ社に出向し
ているが、給与・賞
与等はX社が支給し
ている。 また、Z社
よ り 給 与 負 担 金
46,000千円を受け取
っている。

C県 81人 給与・賞与等
380,930千円

法定福利費
79,840千円

企業年金掛金
36,050千円

借入金利息
770千円

土地賃借料
4,290千円

D県 21人 給与・賞与等
105,390千円

法定福利費
22,870千円

企業年金掛金
14,350千円

貸付金利息
80千円

小売業 B県 56人
※２

給与・賞与等
※２

352,990千円
法定福利費

48,670千円
企業年金掛金

22,510千円

借入金利息
670千円

預金利息
160千円

受取手形の
割引料

80千円

土地賃貸料
8,330千円

※２ この他に労働
者派遣契約法に基づ
く派遣契約による派
遣社員25名（派遣契
約料72,000千円） が
いる。

C県 32人 給与・賞与等
214,670千円

法定福利費
40,080千円

企業年金掛金
19,380千円

営業所
賃借料

1,251千円

註 「従業者数」欄の数値は、第52期事業年度末の数値である。
「人件費関係」、「利息関係」及び「賃貸借料関係」の欄にある額は第52期事業年度中の総額で

ある。これらは、すべて第52期事業年度の法人税額の計算において損金の額又は益金の額に算入
されているものとする。また、「人件費関係」、「利息関係」及び「賃貸借料関係」の欄にある額
には、棚卸資産等に係るものはないものとする。

全答練⨋
〔第二問〕
８．Ｘ社の各事務所の概況は次のとおりである。
所在地 従業者数 人件費関係 利息関係 賃貸借関係 その他
A県a市

（本店）
総務※１
 28人
人事
 21人
経理※２
 20人
調達
 85人
営業
 111人

給与・賞与等
3,097,012千円
法定福利費
381,124千円
企業年金掛金
301,090千円

借入金利息
151,083千円
手形売却損
251,776千円
預金利息
31,010千円

自社ビルの一部
賃貸料
 110,081千円

※１ 社長以下取締役３
名及び非常勤顧問１人が
含まれている。
※２ この他に労働者派
遣契約法
※２ この他に労働者派
遣契約法に基づく派遣契
約による派遣社員
８名（派遣契約料52,300
千円）がいる。

B県b市
（工場）

総務
 15人
製造※３
 101人
開発
 31人

給与・ 賞与等
※4
 1,809,224千円
法定福利費※
４
 180,949千円
企業年金掛金
※4
 98,087千円

借入金利息
 958,042千円
預金利息
 21,008千円

土地賃借料
 370,221千円

※３ この他にパート従
業者35人がいる。
※４ この他に上記※３
のパート従業者に係る給
与・ 賞与等78,041千円及
び法定福利費9,570円があ
る。

B県c市
（支店）

総務 ３人
販売※５
 15人
営業 18人

給与・ 賞与等
※6
390,621千円
法定福利費※
６
 40,045千円
企業年金掛金
 20,184千円

預金利息
 215千円

自社ビルの一部
賃貸料
 20,189千円

※５ X社が100％出資し
ているY株式会社に出向
している従業者４名が含
まれている。
※６ 上記※５の従業者
に 係 る 給 与 ・ 賞 与 等
50,099千円及び法定福利
費2,512千円が含まれてお
り、Y株式会社は給与・
賞与等のうち5,942千円を
負担すべき金額としてX
社に支払っている。

C県d市
（支店）

総務 ２人
販売※７
 15人
営業 27人

給与・ 賞与等
※8
 51,641千円
法定福利費※
8
 6,395千円
企業年金掛金
 4,081千円

借入金利息
 3,819千円
預金利息
 ５千円

店舗賃借料
 1,100千円

平成21年２月８日開設
※７ この他にパート従
業者21名がいる。
※８ この他に上記※７
のパート従業者に係る給
与・ 賞与等39,018千円及
び法定福利費4,329千円が
ある。

D県e市
（支店）

総務 ４人
販売 20人
営業 39人

給与・賞与等
 61,853千円
法定福利費
 5,131千円
企業年金掛金
 4,264千円

預金利息
 59千円

店舗賃借料※9
 3,069千円

平成21年２月７日廃止
※９ この他に、 賃貸借
契に基づき、 支店の廃止
に伴い明け渡しが２日遅
れたため支払った違約金
31 , 000円（一日あたり
15,500円）がある。

D県f市
（工場）

総務 ５人
製造 25人
開発 10人

給与・賞与等
 95,041千円
法定福利費
 8,245千円
企業年金掛金
 6,137千円

預金利息
 85千円

店舗賃借料
 6,250千円

E県g市
（支店）

総務 ７人
販売 19人
営業 15人

給与・賞与等
 88,701千円
法定福利費
 8,008千円
企業年金掛金
 6,063千円

預金利息
 32千円

店舗賃借料
 4,108千円

註 「従業者数」欄の数値は、当事業年度中（開設又は廃止された事務所等については、その事務
所等が存在していた期間中）を通じての数値である。
「人件費関係」、「利息関係」、「賃貸借関係」及び「その他」欄の数値は法人事業税の計算上

考慮すべき金額の当事業年度中における総額である。これらのうち、設問中の資料により特別
な処理をすべきもの以外のものは、すべて当事業年度の法人税額の計算において損金の額又は
益金の額に算入されるものである。

また、「人件費関係」、「利息関係」、「賃貸借関係」及び「その他」欄の数値については、棚
卸資産等に係る金額について適切な処理が終了しているものし、解答するにあたり特別な調整
をする必要はない。

９．事業税の税率は、Ａ県、Ｂ県及びＤ県については地方税法に定
める標準税率、Ｃ県は同法に定めるいわゆる制限税率と同一の率
及びＥ県については標準税率の1.05倍である。

10．上記以外に考慮する項目はない。



住 民 税

本試験問題 TAC予想問題
〔第一問〕─50点─

問１ 平成21年３月31日に退職した者が、同日に支払を受ける退職
所得に係る個人住民税所得割の課税関係について、所得税と取扱
いが異なる点に留意しつつ、次の①から④について述べなさい。

（25点）
① 退職所得に対する分離課税制度の趣旨
② 課税団体
③ 特例対象となる退職所得
④ 税率、税額計算及び徴収方法

全答練⨋
問２ 退職手当等に係る個人の住民税（道府県民税及び市町村民税

をいう。）の課税の特例について、課税団体、特例の対象となる
退職所得、税額計算及び徴収方法の概要を述べなさい。

なお、同一年中に二以上の退職手当等の支給を受ける場合の税
額計算及び徴収方法にも言及しない。 （30点）

上級演習⑥⨋
退職手当等に係る個人の住民税（道府県民税及び市町村民税をい

う。）の課税の特例について、課税団体、特例の対象となる退職所得、
税額計算及び徴収方法を述べなさい。

なお、同一年中に二以上の退職手当等の支給を受ける場合の税額
計算及び徴収方法にも言及しなさい。

合格情報（Ａランク５問中からの出題）⨋
Ａ－１

退職所得の課税の特例について、趣旨にも触れつつ概要を述べな
さい。

問２ 個人が、都道府県、市町村又は特別区に対して支出する寄附
金に係る個人住民税の制度上の取扱いについて、平成20年度分と
平成21年度分の取扱いの相違点を比較しつつ述べなさい。

（25点）

応用答練①⨋
問２ 個人の住民税の所得割における寄附金税額控除について述べ

なさい。 （15点）

合格情報（Ａランク５問中からの出題）⨋
Ａ－２

寄附金税額控除について述べなさい。

ファイナルチェック第２回⨋
問１ 個人住民税（道府県民税及び市町村民税をいう。）の所得割

の寄附金税額控除について述べなさい。 （25点）

〔第二問〕
甲（昭和30年10月10日生）の所得等の状況

⑵ 上場株式等に係る配当所得に係る収入金額
（単位：円）

区 分 決算 決算月 株主総会決議
年月日 収入金額

ｘ株式（上場） 年１回 ２月 平20.６.21 83,000
ｙ株式（非上場） 年１回 ３月 平20.６.23 7,000
ｚ株式（非上場） 年１回 12月 平20.３.27 60,000
註 全ての株式の配当について源泉徴収され、所得税の確定申告

書に記載されている。

全答練 その他多数⨋
⑴ 甲の妻（昭和25年10月15日生）甲の控除対象配偶者に該当しな

い。
① 上場株式等に係る配当所得の収入金額

（単位：円）

区 分 決算 決算月 株主総会決議
年月日 収入金額

Ｂ株式会社（上場） 年１回 ３月 平20.６.27 224,500

Ｃ株式会社（上場） 年２回
１月 平20.４.23 89,700
７月 平20.10.23 120,770

Ｄ株式会社（非上場） 年１回 ３月 平20.６.10 82,000
註 全ての株式の配当について源泉徴収され、所得税の確定申告

書に記載されている。
なお、Ｂ株式について負債利子の額が31,500円、Ｃ株式につ

いて負債利子の額が18,300円ある。

⑴ 甲の妻（昭和32年３月９日生）
① Ｂ会社から支払を受けた給与収入金額 997,000円
② 株式の譲渡所得に係る収入

調整所得に係る収入金額等の明細
（単位：円）

区分 取得年月日 譲渡年月日 収入金額 取得費 譲渡費用 譲渡先
ａ株式（上場） 平20.３.22 平20.４.16 680,000 260,000 6,000 証券会社
ｂ株式（上場） 平20.５.15 平20.５.25 1,260,000 1,308,000 8,000 証券会社
ｃ株式（上場） 平20.８.３ 平20.11.26 800,000 710,000 3,000 証券会社
註 全ての株式の譲渡について特定口座内で源泉徴収され、所得

税の確定申告書に記載されている。

上級演習⑦ ファイナルチェック①⨋
直前対策講義第１回・応用答練①、応用答練②⨋
① 給与所得に係る収入金額 3,630,000円
② 総所得の金額 76,000円
③ 調整所得に係る収入金額等の明細

（単位：円）
区分 取得年月日 譲渡年月日 収入金額 取得費 譲渡費用 譲渡先

ｃ株式（上場） 平20.３.28 440,000 441,500 4,200 4,200 証券会社
ｄ株式（上場） 平20.10.10 216,000 146,000 1,400 1,900 証券会社
ｅ株式（上場） 平20.11.８ 306,000 270,000 2,400 2,400 証券会社
註 全ての株式の譲渡について特定口座内で源泉徴収され、所得

税の確定申告書に記載されている。

⑵ 甲の長女（昭和59年８月２日生）
大学通学のため甲とは別居しＺ市において独り暮らしをしてい

るが、余暇には甲のもとで起居を共にすることを常例としている。
また、甲より生活費や学資金の送金を受けている。
① Ｃ会社から支払を受けた給与収入金額 1,040,000円
② 国立大学の学生である

上級演習⑦⨋
直前対策講義第１回 ファイナルチェック②⨋
⑶ 甲の長女（昭和62年８月３日生）

① 給与所得に係る収入金額 1,020,000円
② 国立大学の学生である。
③ 甲の確定申告書において甲の扶養家族とされている。



③ 不動産所得
・アパートの賃貸料に係る収入金額 740,000円
・アパートの建物の取得のための借入金の 

負債の利子 1,120,000円
・その他経費 920,000円

応用答練②⨋
① 不動産所得（取引はすべて現金によっている。）

・アパートの賃貸料に係る収入金額 4,070,000円
・土地の賃貸料に係る収入金額 2,000,000円
・アパートの建物部分の取得のための借入金の利子 1,060,000円
・その他の必要経費 1,908,000円



国 税 徴 収 法

本試験問題 TAC予想問題
〔第一問〕─50点─
問１ 次の設例において、本件国税の徴収権消滅時効が中断する期
間及び停止する期間について、それぞれ理由を付して答えなさい。
また、本件国税の徴収権が時効によって消滅する日はいつか、理
由を付して答えなさい。なお、解答は答案用紙の指定欄に記載す
ることとするが、必ずしもすべての欄を埋める必要はない。
〔設例〕
１ 国税
平成15年分申告所得税（法定納付期限：平成16年３月15日）

２ 事実経過
平成16年８月24日 決定（翌日送達）
平成16年10月25日 督促（翌日送達）
平成17年３月９日 催告（翌日送達）
平成17年12月８日 納税の猶予の申請
平成17年12月19日 納税の猶予の許可

（猶予期間：平成17年12月８日～平成18年
11月30日）

平成18年４月24日 納税の猶予の取消し
平成18年５月19日 取引先調査
平成18年６月27日 Ａ市長が差し押えている滞納者所有不動

産について参加差押え
平成18年６月28日 Ａ市長に参加差押書送達
平成18年６月29日 滞納者に参加差押通知書送達
平成19年３月19日 Ａ市長の公売に係る換価代金の交付期日
平成21年５月18日 滞納処分の停止

応用答練 第２回〔第一問〕２⑵⨋
２．次の規定の要件、手続き及び効果（延滞税を除く。）について
述べなさい。
⑵ 滞納処分の停止

問２ 公売保証金に関する次の事項について説明しなさい。なお、
解答は答案用紙の指定欄に記載すること。
⑴ 提供させる趣旨
⑵ 提供手続
⑶ 提供の効果
⑷ 買受人が買受代金を納付期限までに納付しないために売却決
定が取り消された場合の処理

応用答練 第２回〔第一問〕１⑶⨋
〔第一問〕─70点─
１．次の事柄について述べなさい。
⑶ 公売保証金を納付させる場合及び買受代金への充当等



〔第二問〕－50点－
次の設例において、以下の各問に答えなさい。なお、土日、祝日
等は考慮する必要はない。また、解答は答案用紙の指定欄に記載す
ること。
〔設例〕
１ 滞納者甲は、平成20年６月27日現在、次の国税を滞納していた。

平成19年分申告所得税
予定納税１期分

500万円
（納期限：平成19年７月31日）

平成19年分申告所得税
予定納税２期分

500万円
（納期限：平成19年11月30日）

平成19年分申告所得税
確定分

1200万円
（納期限：平成20年４月20日申告）

２ Ａ税務署長は、平成20年６月27日、滞納者甲の滞納国税を徴収
するため、甲が所有する土地を差し押さえるとともに、本件土地
に根抵当権を設定していた根抵当権者Ｐ銀行及び抵当権を設定し
ていた抵当権者Ｑ銀行に差押えをした旨の通知をした（差押通知
を受けた時点のＰ銀行の債権額2300万円）。

３ 本件土地の権利関係は、次のとおりである。
⑴ 平成18年９月26日 根抵当権設定登記（根抵当権者Ｐ銀行、
債務者乙、限度額2000万円）
⑵ 平成19年１月21日 売買を原因として乙から滞納者甲に対し
所有権移転登記
⑶ 平成19年４月15日 上記⑴の根抵当権の限度額を3000万円と
する限度額増額の付記登記

⑷ 平成19年９月20日 抵当権設定登記（抵当権者Ｑ銀行、債権
者甲、被担保債権額1000万円）

４ Ｂ市長は、平成20年10月５日、滞納者甲の滞納地方税（滞納額：
500万円、法定納期限等：平成18年３月31日）を徴収するため、
本件土地について参加差押えをするとともに、本件土地に根抵当
権を設定していた根抵当権者Ｐ銀行及び抵当権を設定していた抵
当権者Ｑ銀行に参加差押えをした旨の通知をした（参加差押通知
を受けた時点のＰ銀行の債権額2200万円）。

５ Ａ税務署長は、平成21年４月25日、本件土地について公売を実
施し、買受人から換価代金3500万円を受領した。
なお、Ｐ銀行から根抵当権に係る債権額が2400万円である旨の
債権現在額申立書が、Ｑ銀行から抵当権に係る債権額が800万円
である旨の債権現在額申立書が、それぞれ提出されている。

６ Ａ税務署徴収職員は、本件土地の公売に係る配当だけでは滞納
国税に不足していたため、滞納者甲について財産調査を実施した
ところ、把握できた財産は次のとおりである。
⑴ 自宅マンション
概算評価額：2200万円
平成18年７月15日抵当権設定登記（抵当権者Ｒ銀行、債務者

甲、被担保債権額1800万円）
本件自宅マンションは、Ｃ損害保険会社を保険者とする火災
保険に付されている。
⑵ 貸付金債権
金額：300万円、第三債務者：Ｄ
本件貸付金債権を担保するため、Ｄ所有の不動産に抵当権が

設定されている。
なお、Ｄは、滞納者甲が代表取締役を務めるＥ社に対して工
事代金債権500万円を有している。
⑶ 生命保険契約
保険契約者：甲、被保険者：甲、死亡保険金受取人：丙（甲

の妻）、保険者：Ｆ生命保険会社、死亡保険金額：2000万円、
解約返戻金相当額：120万円
⑷ Ｇ信用金庫の会員持分50口（１口当たりの出資金額は１万円）

なお、信用金庫法第15条第１項は、「会員は、金庫の承諾を
得て、会員又は会員たる資格を有する者にその持分を譲り渡す
ことができる。」旨規定しており、信用金庫の会員持分は、信
用金庫の承諾がなければ譲渡することができないとされてい
る。

⑸ 機械
概算評価額：150万円
本件機械は、滞納者甲の取引先であるＨ社（滞納者甲の親族

その他の特殊関係者ではない。）が占有しており、Ｈ社はその
引渡しを拒んでいる。

問１ 本件土地の公売に伴う各債権者に対する換価代金の配当額
を、計算過程とその根拠を示して答えなさい。
なお、滞納国税及び滞納地方税について税額の変動はない。ま
た、配当額の計算に当たっては、利息、遅延損害金、滞納税及び
滞納金について一切考慮する必要はない。

問２ 上記６に掲げた財産について、それぞれ差押えの可否につい
て理由を付して答えなさい。また、差押え可能である場合には、
差押手続及び差押えに付随して行う手続について答えなさい。

的中答練・第１回〔第二問〕⨋
〔第二問〕─10点─

次の設例の場合において、差押財産の換価に伴う各種債権者に
対する換価代金の配当額を計算過程を示して答えなさい。尚、要
件、手続及びその根拠について触れる必要はない。

１ Ａ株式会社は、国税650万円を滞納しているが、唯一の所有
財産である土地を、平成20年10月６日にＢに譲渡した。当該土
地の権利関係は次のとおりである。
① 平成16年２月２日、売買を原因としてＡ株式会社に所有権
移転登記

② 平成19年６月５日抵当権設定登記、抵当権者Ｃ、被担保債
権額1,000万円

③ 平成20年４月７日抵当権設定登記、抵当権者Ｄ、被担保債
権額400万円（平成20年10月16日に債権額を300万円から400
万円とする増額の付記登記がされていた。）
尚、上記国税は、Ａ株式会社の支店において支払った給料に
係る源泉所得税50万円（その納税地を所轄する甲税務署長が送
達した納税告知書においてその納期限は、平成19年６月20日と
されていた。）及びＥ株式会社の法人税の更正分600万円（その
納税地を所轄する乙税務署長が更正通知書を発した日は、平成
18年12月31日）であり、Ａ株式会社は、平成19年９月１日にＥ
株式会社を被合併法人として吸収合併している。

２ 丙税務署長は、平成20年11月６日、Ｂの滞納国税（平成18年
分申告所得税確定申告分300万円）を徴収するため、当該土地
を差押えた。

３ 丙税務署長の差押に対して、平成20年11月14日、丁市長から
Ｂの市民税（滞納額240万円、法定納期限等平成19年１月31日）
による交付要求、同月18日、甲税務署長からＡ株式会社の源泉
所得税による交付要求、同月21日、乙税務署長からＡ株式会社
が承継した被合併法人Ｅ株式会社の法人税による交付要求がそ
れぞれ行われた。

４ 丙税務署長は、平成21年２月17日、差押財産を公売し、Ｃか
らは1,000万円、Ｄからは400万円、甲税務署長からは50万円、
丁市長からは240万円、乙税務署長からは600万円である旨の債
権現在額申立書がそれぞれ提出され、 買受人から換価代金
1,700万円を受領した。この公売に際し、公売公告のため日刊
新聞社へ掲載費用10万円を支払っている。
註 配当額の計算について、利息は生じないものとし、公売期
日から配当期日まで、各債権の額は変動しないものとする。

全答練・第二問⨋
〔第二問〕─60点─
以下の〔設例〕に基づき、下記の問に答えなさい。

〔設 例〕
納税者Ａは、平成19年分申告所得税更正分（納期限 平成20年６

月30日）780万円を滞納している。
所轄であるＸ税務署の徴収職員は、資料１の財産に対して既に滞
納処分を執行しており、資料２に掲げる各種財産について以下の状
況を把握している。

資料１．預託会員制ゴルフ会員権（概算評価額 100万円）
Ａは、甲ゴルフ株式会社の会員となっており、上記の概算評価

額は、ゴルフ会員権取引市場相場である。預託保証金は、600万
円であり、一括償還期限は、平成21年５月20日となっている。な
お、当該預託保証金には、質権（債権者乙 設定年月日 平成17
年２月15日 被担保債権額 500万円）が設定されており、質権
者乙から、公正証書による質権設定契約書が、Ｘ税務署長に提出
された。

資料２．各種財産の状況
１．宅地 （概算評価額 1,800万円）
Ｘ税務署の徴収職員が、滞納処分を執行するにあたり登記簿を

確認したところ、以下の内容が登記されていた。
⑴ 甲区欄
① 所有権者はＡであり、平成20年12月10日に売買を原因とす
る所有権移転登記がなされている。

② 平成21年４月23日にＹ税務署による差押えの登記がされて
おり、権利者は「財務省」と表示されている。

⑵ 乙区欄
① 抵当権Ｃ 設定登記日 平成20年６月30日 債務者Ｂ 被
担保債権額600万円

② 抵当権Ｄ 設定登記日 平成21年３月17日 債務者Ａ 被
担保債権額800万円

そこで、上記の事項について更に調査したところ、Ａは、平成
19年分確定申告所得税決定分1,000万円（納期限 平成20年７月
15日）を滞納している知人Ｂから、唯一の財産である土地を、譲
渡担保として設定を受け、その旨の所有権移転登記を了しており，
その後，Ｂの所轄Ｙ税務署長が、当該国税を徴収するためＡに対
して平成21年３月３日に告知書を発し、当該土地に対し差押えを
行っていた。なお、Ａに対する告知書も発見した。




